
平成１４年(ワ)第１０１８号　商標権に基づく差止請求権不存在確認等請求事件
口頭弁論終結日　平成１５年６月１６日
                            判　　　　　　　決
                  原　　　　　　　　　告　　Ａ
                  原　　　　　　　　　告　　Ｂ
                  原　　　　　　　　　告　　Ｃ
                  原　　　　　　　　　告　　Ｄ
                  原　　　　　　　　　告　　Ｅ
                  原告ら訴訟代理人弁護士　　田　　　中　　　清　　　和
                  被　　　　　　　　　告　　Ｆ
                  訴訟代理人弁護士　　　　　田　　　中　　　克　　　郎
                  同　　　　　　　　　　　　中　　　村　　　勝　　　彦
                  同　　　　　　　　　　　　長　　　坂　　　　　　　省
                  同　　　　　　　　　　　　五　十　嵐　　　　　　　敦
                  同　　　　　　　　　　　　渡　　　辺　　　伸　　　行
                  同　　　　　　　　　　　　奥　　　山　　　倫　　　行
                            主　　　　　　　文
  １　被告が、被告の有する別紙商標目録１ないし８記載の商標権に基づき、原告
らに対し、空手の教授に関する広告、空手の興行の企画・運営又は開催に別紙標章
目録１ないし８記載の標章を使用すること、及び空手の教授を行うに際して空手着
に別紙標章目録１ないし８記載の標章を使用することの差止めを求める権利を有し
ないことを確認する。
  ２　被告は、原告Ａ、同Ｂ及び同Ｃに対し、各金５０万円、原告Ｄ及び同Ｅに対
し各金３０万円、並びに上記各金員に対する平成１４年２月９日から支払済みまで
年５分の割合による金員を支払え。
  ３　原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
  ４　訴訟費用はこれを５分し、その３を被告の負担とし、その余を原告らの負担
とする。
                            事　　　　　　　実
第１　原告らの請求
    １　主文第１項同旨。
    ２　被告は、原告らに対し、各金１０００万円及びこれらに対する平成１４年
２月９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。
第２　事案の概要
    　本件は、別紙標章目録１ないし８記載の標章（以下併せて「本件商標」とい
い、個々の標章は「本件商標１」のように表記する。）を使用して空手の教授等を
行っている原告らが、別紙商標目録１ないし８記載の商標権の商標権者である被告
が原告らに本件商標の使用の差止めを求めることは権利の濫用に当たるとして、被
告に対し、原告らが空手の教授等において本件商標を使用すること等の差止めを求
める権利を有しないことの確認と、被告の行為によって生じた原告らの損害の賠償
を求めた事案である。
  １　前提事実（当事者間に争いのない事実等）
    (1)　原告ら及び被告は、いずれも亡Ｇが創設した空手の流派である「国際空手
道連盟極真会館」（以下「極真会館」という。）に、Ｇの生前から属していた者で
ある。
    (2)　Ｇは、直接打撃制の武道空手を特徴とする極真空手を推進し、普及させる
ことを目的として、昭和３９年に極真会館を創設した。極真会館は、平成６年時点
において、日本国内に、総本部、関西本部のほか、５５支部、５５０道場、会員数
５０万人を有し、世界１３０か国、会員数１２００万人を超える勢力に達してい
た。
    (3)　本件商標は、Ｇが率いる極真会館に属する者が、極真会館及び極真空手を
示す標章として、空手の教授や空手大会の開催等に際して使用してきたものであ
り、遅くとも平成６年４月時点では、空手及び格闘技に興味を持つ者のみならず、
一般人の間でも極真会館、極真空手を表す標章として広く認識されるに至っていた
が、Ｇ自身は存命中に本件商標につき商標登録出願をすることはなかった。
    (4)　Ｇは、平成６年４月２６日死亡した。
    (5)　                被告は、Ｇの死後、極真会館の後継者であると主張し、



極真会館の館長を称して、極真空手の活動を行っている。被告は、平成６年５月１
８日に本件商標１ないし５及び８を、平成７年２月２０日に本件商標６を、同月２
４日に本件商標７をそれぞれ商標登録出願した。
      　本件商標１ないし５及び８は平成９年７月１１日に、本件商標６は同年８
月８日に、本件商標７は同年１０月１７日に、それぞれ商標登録された（以下、本
件商標の商標権を「本件商標権」という。）。
    (6)　原告らは、極真空手の道場を多数開設・運営し、空手の教授等を行うに際
して、本件商標を使用しており、開設する道場への入門案内として、東日本電信電
話株式会社又は西日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）のタウンページに、極真会館・
極真空手であることを示す広告を掲載してきた。
    (7)　被告は、本件商標登録後、ＮＴＴ（ないしエヌ・ティ・ティ番号情報株式
会社）に対し、本件商標を使用する原告らの行為は被告の有する本件商標権を侵害
するから掲載してはならない旨申し入れた。被告の申入れを受けたＮＴＴは、原告
らが平成１３年度版タウンぺージに広告掲載を申し込んだ際に、広告掲載できない
旨の通知を行った。
    (8)　原告Ａ、同Ｂ及び同Ｃは、被告を相手方として、大阪地方裁判所に、上記
原告ら３名の空手道場の広告を掲載することの妨害禁止の仮処分を申し立てた。同
裁判所は、平成１２年１２月２８日、担保を立てさせた上で、仮処分申立てを認容
する仮処分決定をした。被告はこれに対し保全異議を申し立てたが、大阪地方裁判
所は、平成１３年４月４日、上記仮処分決定を認可する旨の決定をした（甲１
８）。被告は、更に保全抗告をしたが、大阪高等裁判所は、同年１０月２日、保全
抗告を棄却する旨の決定をした（甲１９）。
      　一方、原告Ｄ及び同Ｅは、被告を相手方として、東京地方裁判所に、上記
原告両名の空手道場の広告をタウンページに掲載することの妨害禁止の仮処分を申
し立てた。同裁判所は、平成１３年１２月２０日、上記原告両名の申立てを却下し
た（乙１）。
  ２　争点
    (1)　被告が、本件商標権に基づき、原告らが空手の教授等を行うに際して本件
商標を使用することの差止めを求めることは、権利濫用となるか。
      ア　原告らは極真会館を離脱したのか、それとも極真会館はいくつかの会派
に分裂したのか。
      イ　極真会館がいくつかの会派に分裂したにすぎない場合、本件商標権者た
る被告が、極真会館に属していた者に、本件商標を使用することの差止めを求める
ことは権利濫用となるか。
      ウ　原告らの個別事情
    (2)　被告の不法行為及び原告らの損害
第３　争点に関する当事者の主張
  １　争点(1)（被告が、本件商標権に基づき、原告らが空手の教授等を行うに際し
て本件商標を使用することの差止めを求めることは、権利濫用となるか）
    (1)　争点(1)ア（原告らは極真会館を離脱したのか、それとも極真会館はいく
つかの会派に分裂したのか）について
    【原告らの主張】
      　次のとおり、Ｇの死後、極真会館はいくつかの会派に分裂したものであ
り、原告らが極真会館を離脱したわけではない。
      ア　被告は、原告らに対し、極真会館の２代目館長であることを主張できな
い。
        (ア)　Ｇ死後、同人の平成６年４月１９日付け危急時遺言（以下「本件危
急時遺言」という。）が存在し、被告を極真会館の後継者とする旨記載されている
との発表がなされたため、全国の支部長らは、その後に初めて開催された全国支部
長会議において、全員一致で被告を館長とすることを承認した。
          　しかるに、本件危急時遺言の確認の審判申立てに対し、東京家庭裁判
所は、平成７年３月３１日、本件危急時遺言は、遺言者が遺言事項につき自由な判
断の下に内容を決定したものか否かという点で疑問が強く残るというほかなく、遺
言者の真意に出たものと確認することが困難であるとして、同申立てを却下する審
判を行った。東京高等裁判所は、平成８年１０月１６日、ほぼ同様の理由で抗告を
棄却し、最高裁判所も平成９年３月１７日 、特別抗告を却下した。このように、本
件危急時遺言の確認の審判申立てが裁判所において却下され、Ｇの遺言としての効
力を有しないことが確定した以上、被告を極真会館におけるＧの後継館長であると



主張する根拠は失われた。
        (イ)　一度は被告を極真会館館長とすることを承認した全国の支部長らの
多くは、被告の極真会館の私物化、独断専行、経理処理の不透明等に不信の念を強
めていった。そして、平成７年４月５日、極真会館４８支部の支部長会議におい
て、被告の館長解任動議が提出され、賛成３５名、反対３名、欠席１０名により、
被告の館長解任が決議された。
        (ウ)　被告は、Ｇが被告を後継者とする旨述べていたと主張するが、被告
以外にも、Ｇから「君が後継者だ」と言われた者はいた。
          　被告は、Ｇ死後、被告こそ統一した組織としての極真会館を承継した
唯一の代表者であり、これを認めない者らは、極真会館を脱退したものであって、
極真会館を名乗る資格がない、と主張するが、そのような主張は、被告の独断的か
つ一方的な主張である。
      イ　諸会派について
        　被告の館長解任決議の結果、極真会館は、Ｇ死後１年にして、当時の支
部長が、遺族派（当時９支部長が属する。）、支部長協議会派（当時３０支部長が
属する。）及びＦ派（当時１２支部長が属する。）に分かれた。さらに、平成１５
年５月３１日現在、Ｇ死亡時の５３名の支部長のうち、現役者は、Ｈ派（旧遺族派
の残り）３名、Ｉ派（旧支部長協議会派の残り）１２名、Ｆ派（被告側）１７名、
全日本極真連合会（原告ら側）１４名、極真館（Ｊ派）３名、無所属３名と分かれ
ている。
        　そして、各会派は、いずれも極真会館・極真空手の名前と本件商標を使
用して従来の道場を運営し、新たに道場を開設しており、各種選手権大会も個別に
あるいは複数会派が共同して、別個にＧ生前から行われていた名称（オープントー
ナメント全日本空手道選手権大会、全日本ウエイト制空手道選手権大会、全世界空
手道選手権大会など）を使用して開催している。
        　各会派とも、備品等の関係で極真会館と取引のあった業者と取引を継続
したり、昇段状、表彰状、修了証等をＧの生前に使用していたものと全く同じ体裁
で使用していたりしている。
        　このような状況は、Ｇの死後、極真会館が諸会派に分裂したことを意味
するというべきであって、誰かが極真会館を離脱したという状況ではない。
      ウ　被告は、これまで極真会館を離脱したり除名された者の例を挙げ、原告
らも極真会館を離脱したと主張する。
        　しかし、この主張は、Ｆ派のみが極真会館であるとの独断を前提として
いる上、上記の者らが除名され、あるいは離脱したのは、１つの極真会館が存在し
ていた時期であり、そのカリスマ的指導者たるＧがこれらの者の不祥事等を理由に
除名、破門したのであるから、これらの者が極真を名乗れないのはむしろ当然のこ
とであって、原告らの事案と全く次元を異にする。原告らは、Ｆ派には属さない
が、生前のＧ率いる極真会館に属する者である。
    【被告の主張】
      　被告は、Ｇの遺志を継いだ、極真会館の正当な２代目館長である。このこ
とは、次のとおり、被告が置かれていた客観的状況やＧの側近の証言等から明らか
である。そして、被告が２代目館長であることを否定し、別組織を作った原告ら
は、いずれも極真会館から離脱したというべきである。
      ア　被告が置かれていた客観的状況
        (ア)　Ｇからの信望
          　Ｇは生前、極真会館の後継者の条件について、強くなければならない
こと、すなわち、全日本大会を３連覇する、世界チャンピオンになる、百人組手を
やる、この３つを達成したことであると公言していた。
          　この条件を満たす者は、Ｇ存命中は、被告しか存在しなかったし、Ｇ
自身も、被告の実力を認めていた。
          　また、Ｇは、自分の後継者には若くて空手家としても超一流の人材を
起用しようとする意思を有していた。
          　被告は、全世界大会優勝後の昭和６２年に現役を引退したが、Ｇから
極真会館から離れることを引き留められていた。また、被告は、Ｇから請われて極
真会館に戻った後、支部長認可を受ける際に、Ｇから本部でも指導するようにと言
われ、本部の分館という意味での本部直轄の道場でＧの傍に置かれることになっ
た。被告以外に、Ｇからこのような扱いを受けた者は存在しない。
          　さらに、Ｇ逝去当時の極真会館の中に、被告以外に館長になるべき人



物はいなかったというのが当時の他の支部長らの率直な意見であり、被告が極真会
館の館長になることについては、他の支部長らから全く異議はなかった。Ｇ逝去後
初めて開かれた全国支部長会議（平成６年５月１０日）において、被告を館長とし
て極真会館としての活動を行っていくことが支部長会議出席者の全員一致で確認さ
れている。
        (イ)　被告が任されていた役目等について
          　被告は、極真会館が主催する空手の各種大会において審判員、模範演
技や大会運営委員会の支部長代行委員を務め、世界２０か国余りの道場を指導員と
して訪問し、Ｇの晩年には、Ｇの名代としてＫと共に、ネパール王室に空手の演舞
を献上するために同国へ行っている。
          　また、被告は、Ｇ及び極真会館にとって非常に重要な新会館建設の建
設委員会第２次建設委員長にＧから直接任命された。
          　さらに、極真会館では、Ｇが極真会館の総本部で黒帯の道場生に直接
指導する黒帯研究会を開催していたが、被告はＧからこの指導を直接委任されてい
た。
          　被告は、平成４年４月、Ｇから直接支部長として任命され、本部直轄
浅草道場の運営を任された。
        (ウ)　小括
            以上で述べたように、被告以上にＧからの特別の信望を受け、Ｇの後
継者として数々の重要な職務を任されていた人物は、被告の他には存在しない。Ｇ
が逝去した当時、極真会館には、被告以外にＧの遺志を継いで極真会館の館長とな
るのにふさわしい人物は存在しないという客観的な状況にあったことが明らかであ
る。
      イ　Ｇの側近の証言等
        (ア)　Ｌの陳述書（乙９、１０）及び極真カラテ手帳（乙１１）
          　極真会館事務局の一員として、Ｇの任命を受けて身の回りの世話をし
ていたＬは、Ｇ入院中も常にＧの側に居続けた。Ｌは、Ｇの入院中、Ｇから直接、
被告を二代目館長とする旨の発言を２度にわたり聞いている。また、Ｌは、平成６
年４月２０日、Ｇから後継者を被告とするという発言をメモするようにと指示さ
れ、Ｌの極真カラテ手帳（乙１１の平成６年４月２０日欄に「Ｆ２代目総裁協力す
る様に」と記載した。
          　以上からすれば、Ｇは被告を極真会館の後継者にする遺志を有してい
たと認められる。
        (イ)　Ｋ、Ｊ、Ｍ、Ｎらの証言
            被告を後継館長とするＧの遺志については、Ｋ、Ｊ、Ｍ、ＮなどＧか
ら直接聞いている者が存在する。これらの者は、Ｇと師弟関係にあった者であり、
特に、Ｋに至ってはＧ道場時代からＧに師事し、Ｇ生前の極真会館において全国支
部長協議会会長を務めた、いわばＧの側近中の側近ともいえる人物である。
            したがって、これらの証言からも、Ｇが生前から被告を後継者とする
遺志を有していたことが認められる。
        (ウ)　遺言作成時の５人の証人の証言
            極真会館の新会館建設の第１次建設委員長であったＯは、ＧがＪやＭ
に被告を頼む旨述べたのを聞いている。また、遺言書作成に立ち会った他の証人で
あるＰ、Ｑ、Ｒ及びＳは、それぞれ、Ｇがはっきりと被告を２代目にすると発言し
たのを聞いている。これらの者は、いずれも被告と特別の関係があった者ではな
く、ことさら被告に有利な事実を述べる理由などは何ら存在しないから、５人の証
人がＧの遺言を聞いているという事実は、被告が極真会館の後継者であることを裏
付けている。
      ウ　本件危急時遺言
          原告らは、被告がＧの死後１１か月の間極真会館の館長に就任していた
根拠は本件危急時遺言にあったところ、本件危急時遺言は、確認の審判申立てが裁
判所で却下されたのであるから、被告がＧの後継者であるとする被告の主張の根拠
は失われたと主張する。
          しかしながら、被告は遺言書の存在を根拠に極真会館の館長に就任した
わけではなく、その背後にあるＧの遺言、さらにはその奥にあるＧの遺志に基づい
て極真会館の館長に就任したのである。
          本件危急時遺言は、形式的な要件に不備があったために有効性が確認さ
れなかったにすぎず、本件危急時遺言確認の審判申立が却下されたことが、直ちに



Ｇが被告に極真会館の館長を継がせる意思を有していたことを否定するものではな
い。
          したがって、本件危急時遺言の確認が裁判所で認められなかった事実
は、被告がＧの正当かつ唯一の後継者であることに、何ら影響を与えるものではな
い。
      エ　平成７年４月５日の支部長「会議」について
          原告らは、平成７年４月５日の支部長「会議」において、被告は解任さ
れていると主張する。
          しかし、この会議には、被告を解任する権限はない。この会議は、もと
もと支部長協議会として開催されたものであり、支部長協議会と支部長会議は明確
に異なるものである。支部長会議は当時、池袋の極真会館の本部会館で開かれるこ
とになっていたが、当日の会議は、東京駅八重洲口のホテルで行われており、支部
長会議を名乗ったとしても、実体は支部長協議会にすぎなかった。また、仮に、支
部長会議であるとしても、極真会館の規約上も慣習上も支部長会議及び支部長協議
会には極真会館の館長を解任する権限などは存在しないから、被告が解任され得る
はずはない。原告らは、何の権限も存在しない会議において一方的に被告を解任し
たといって、極真会館から脱退していったにすぎないというのが真相である。
      オ　Ｇ率いる極真会館と、被告率いる極真会館の同一性
          現在被告が館長を務めている極真会館は、Ｇが創設した極真会館と比較
して、総本部の構成・機能、支部・道場の編成の同一性、各種選手権大会開催の継
続性、内弟子制度の継続性、各種証書・備品の同一性、取引関係の継続性、関連雑
誌の同一性などが認められるから、団体としてＧが創設した極真会館をそのまま承
継したというべきである。したがって、被告が館長を務める極真会館から離脱した
者は、極真会館を離脱し、同団体に所属しないものとなったのである。
    (2)　争点(1)イ（極真会館がいくつかの会派に分裂したにすぎない場合、本件
商標権者たる被告が、極真会館に属していた者に、本件商標を使用することの差止
めを求めることは権利濫用となるか）について
    【原告らの主張】
      　被告が、Ｇ生前の極真会館において同人の承認の下に本件商標を用いて空
手の教授、空手大会等の興行等を行っていた者（支部長、分支部長、道場責任者及
び道場指導員）に対して、本件商標権に基づき本件商標の使用差止めを求めること
は、次のとおり、権利の濫用に当たる。
      ア　本件商標は、Ｇ館長が死亡した時点（本件商標登録出願前）において、
Ｇ率いる極真会館を表すものとして、空手及び格闘技に興味を有する者（需要者）
の間では広く知られるところとなっており、これはＧ生前の極真会館に属する各構
成員が、長年にわたり、「極真会館」の名称の下に、道場における極真空手の教授
や地方大会の開催等に携わることによって、本件商標の周知性の確立に貢献してき
たことによりもたらされたものといえる。したがって、本件商標が出所を表示する
主体は、本件商標登録出願前から、原告ら及び被告を含む全国の本部、支部並びに
その下部道場を包括した任意団体である「極真会館」として需要者の間に認識され
ており、この状況は、本件登録出願後も変わっていないといえる。
        　本件は、Ｇの死後、本来本件商標が出所を表示する主体である極真会館
という団体が少なくとも３派に分裂し、互いに別個の道場を開設したり、各種選手
権大会を開催するに至ったという事案であるが、このように複数の事業者から構成
されるグループ（極真会館）が特定の役務を表す主体として需要者の間で認識され
ている場合、その中の特定の者が、当該表示の独占的主体であるといえるために
は、需要者に対する関係又はグループ内部における関係において、その表示の周知
性・著名性の獲得がほとんどその特定の者の行為に基づいているなど、その表示に
対する信用がその特定の者に集中して帰属しており、グループ内の他の者は、その
者からの使用許諾を得て初めて当該表示を使用できるという関係にあることを要す
るものと解される。
        　そして、被告が本件商標登録出願当時、グループ内部において、独占的
な表示主体となることが承認されていたことの根拠は、専ら本件危急時遺言の存在
にあるというべきところ、前述のとおり、本件危急時遺言の確認の審判申立てが裁
判所において却下され、Ｇの遺言としての効力を有しないことが確定した以上、少
なくとも、現時点において、被告は、 グループ内部の者（Ｇ生前の極真会館におい
て、同人の承認の下に本件商標を用いて空手の教授、空手大会の興行等を行ってい
た者）に対しては、Ｇ館長の後継館長であることを主張し得る根拠を失ったものと



いうべきである。
      イ　これに対し、被告は、極真会館においては支部長認可制、テリトリー制
が採られており、また、標章使用についてはＧに正式に認可された支部長のみがこ
れを許され、かつ無断使用が禁止されていたことをもって、上記グループ内の者
は、厳格な要件を満たした支部長のみである旨主張する。しかし、この主張は、以
下のとおり失当である。
        (ア)　支部長認可制、テリトリー制について
          　極真会館における組織運営は、形式的な規約、組織系統図等にかかわ
らず、実際には創設者でありカリスマ的指導者であるＧの一存によって運営されて
いた。
          　支部長の認可についていえば、国内支部規約書（乙１１）には「支部
長の決定は、本部の委員会において承認を得、その裁可は会長又は総裁がなすもの
とする。」と規定されているが、すべての場合、Ｇが自分の意にかなった者を支部
長に指名し、後日、支部長会議の席などで事後報告するだけであった。そして、Ｇ
の支部長指名には、具体的な地域指定さえない場合もあった（原告Ｃの場合な
ど）。
          　また、テリトリー制についても、規約上はともかく、実際にはＧの判
断一つで決められ、実情に合わせて運営されており、１県１支部の原則にこだわら
なかった。支部長が２つの支部を持った場合もあり、支部長認可の際に地域を限定
されたものではなく、必要に応じて追加された。大きい県や大都市では、数か所に
分割して支部が作られた。さらに、Ｇは、全日本チャンピオン、世界チャンピオン
は、自分の好む場所に道場を出すことができるとしていた。
        (イ)　分支部長について
          　分支部長は、支部長に比して、支部長会議への出席義務等はなかった
が、その他の点では事実上支部長と同様であった。ちなみに、本件危急時遺言にも
「本部直轄道場責任者、各支部長、各分支部長は、これに賛同し、協力すること」
との表現が２度も出ていることから推測されるように、当時の極真会館において
は、分支部長の地位は支部長に近く、あるいは準じる地位にあると認識されていた
のである。
        (ウ)　本件商標の使用について
          　被告は、認可された支部長は、極真会館の一員として必要な範囲内で
本件商標や極真の表示を使用することができ、支部長以外の者は極真のマークを使
用することは許されなかったと主張する。
          　しかし、被告が指摘する支部規約のうち、昭和４７年版と昭和５１年
版には、極真のマークの使用に関する規定は全くない。また、昭和５２年版と平成
６年版には、「支部は、既に登録してある極真のマークを委員会の承認なしに無断
で使用できない。」との規定があるが、当時極真のマークは登録されていなかった
し、そもそもＧ存命中には委員会なるものが機能した事実もない。さらに、昭和５
４年版と昭和５７年版と昭和６３年版には、「支部長の禁止事項」の一つとして
「極真マーク等の無断使用及び付属物一切の販売」という規定がある。しかし、こ
れは、同標章の一般の無断使用禁止が眼目ではなく、極真会館総本部の重要な財源
である同標章入り商品（空手着、トレーニング・スーツ、Ｔシャツ、スポーツタオ
ル、ベルト等）を支部長が勝手に作成・販売することを規制したものにすぎない。
          　Ｇ自身は、存命中、極真のマークについて海外で意匠登録がなされた
という問題が発生した後も、本件商標の商標登録出願をすることはなかった。そし
て、支部認可の手続さえしっかりしていればよいと考え、認可された支部道場が本
件商標を使用することを包括的に認めていた。支部が分支部を設置し、それに伴い
開設された道場に対しても、同様である。
          　原告らは、Ｇ存命中、道場運営や大会開催において、本件商標を、Ｇ
や総本部の許可を得ることなく自由に使用してきたが、Ｇや総本部から、その使用
を禁じられたことなかった。
        (エ)　被告は、原告らが支部長あるいは分支部長としての義務（認可料等
の支払、大会への選手派遣等）に違反しあるいは履行していないから、本件商標を
使用することはできない旨主張する。しかし、極真会館が分裂した以上、Ｆ派に属
さない者が、被告に対して認可料、登録料等を支払わず、Ｆ派が主催する大会に選
手を派遣せず、自己の属する会派に認可料等を支払い、自己の属する会派が主催す
る大会に選手を派遣するようになったのは、当然の成り行きである。
        (オ)　なお、被告は、Ｇ存命中に、除名され、あるいは離脱した者は、た



とえ従前は支部長たる立場にあっても、極真等の標章を使用することはなく、新し
い標章の下に独自の活動を展開している、と述べ、いわゆるＦ派に属さない者は極
真会館を離脱した者であるから、上記の者と同じく極真等の標章を使用すべきでは
ない旨主張している。
          　しかし、被告が指摘する者らが標章等を使用していないのは、カリス
マ的指導者たるＧにより彼らの不祥事等を理由に除名、破門されたり、自ら独自の
流派を作りたいと出て行ったりしたためであって、彼らが極真を名乗れないのはむ
しろ当然である。
    【被告の主張】
      ア　被告による商標権の取得及び行使の正当性
        (ア)　被告による商標権取得の正当性
            被告は、極真会館の館長に就任した後、Ｇの遺言の立会人らからの商
標権確保を行った方が良いとの提言に基づいて、商標登録を行ったのであり、決し
て被告がその独断で商標登録したものではない。また、極真会館では、従来、商標
権管理に十分な配慮がなされていなかったために、海外の支部長が無断で極真会館
の商標登録をしてしまったという事件があり、Ｇ存命中から極真会館が商標登録を
行って商標を管理していくことは一つの懸案事項になっていた。以上のとおり、被
告が商標登録を行った動機は、Ｇから引き継いだ極真会館を未来永劫残していくた
めに法律に基づく権利関係を整備するというものであり、極真会館館長としての当
然の責務であった。
        (イ)　被告による商標権行使の必要性と正当性
          ａ　被告による商標権行使の必要性
              「極真会館」、「国際空手道連盟」等の名称は、組織を表すもので
あり、これらの名称を冠した組織が複数存在した場合には組織間の誤認・混同が生
じるのは明らかである。かかる組織間の誤認・混同を防止するため、複数の組織が
かかる名称を使用できる状態が作出されるべきではない。
              実際に、極真会館の承諾がないのに極真会館に関する表示や名称を
使用する者がいることにより、極真会館に入門したいという者が誤解し、無断で極
真会館を名乗る道場に入門してしまうという事態が生じている。このような事態を
防止するために、被告が極真会館の館長として商標権を行使することの必要性には
何ら疑問の余地はない。
          ｂ　被告による商標権行使の正当性
              本件商標はＧ存命時から、Ｇが率いる組織により用いられてきたこ
とからすると、現在本件商標を使用することができるのはＧが率いていた組織と実
質的に同一であると評価できる組織に限られるべきである。そして、現在被告が館
長を務めている極真会館は、Ｇが創設した極真会館と比較して、総本部の構成・機
能、支部・道場の編成の同一性、各種選手権大会開催の継続性、内弟子制度の継続
性、各種証書・備品の同一性、取引関係の継続性、関連雑誌の同一性などが認めら
れるから、団体としてＧが創設した極真会館をそのまま承継したというべきであ
る。したがって、被告が館長を務める極真会館が、本件商標の正当な権利者である
ことは明らかである。
      イ　極真会館の商標権を使用できる者の範囲
        (ア)　極真会館の組織運営
            極真会館は、Ｇ存命中から、極真会館総本部を中心とし、国内支部、
直轄道場、海外地区連盟、海外支部等を展開する会員数５０万人超に至る大組織で
あり、本件商標は、極真会館全体の活動を示すものとして使用されてきたものであ
るが、極真会館における空手活動は、極真会館総本部とＧないし総本部から認可を
受けた支部において行われてきたものである。
            そして、かかる大規模な組織の運営は、一定の規約に則った組織運営
の基盤がなければできないものであり、極真会館の規約は、時代ごとにその内容に
変遷があるものの、遅くとも昭和４８年には、活動の中心を総本部とし、各地にお
ける活動は総本部から承認を受けた支部によって行うという、極真会館の組織運営
の大原則を確立していたものということができる（なお、昭和４８年以前におい
て、既にかかる組織運営の大原則が確立されていたことを否定するものではな
い。）。そして、かかる極真会館の組織的運営の大原則を徹底しかつ維持するため
に、支部長認可、テリトリー制、支部長の義務の履行という制度が確立されたので
ある。
            これらの制度が確立されたことにより、総本部及び支部（長）以外



に、極真会館の活動を主体的に行うことのできる地位というものは存しなくなっ
た。したがって、極真会館の周知性の確立に貢献し、本件商標を主体的に使用でき
た者は、正式に支部長としての認可を得、支部長認可証の交付を受け、定められた
義務を果たしてきた支部長に限られるのであって、それ以外の各構成員が本件商標
を自由に使うことができる地位にあったなどということはあり得ない。
            仮に、単に極真会館の一員である者、あるいは極真会館の一員であっ
たにすぎない者に本件商標の使用を認めるとすると、現在極真会館の一員であり又
は過去において極真会館の一員であった者すべてに対して、本件商標の使用を容認
することになりかねない。しかし、極真会館は、本件商標の下、組織として統一性
を保ちつつ、経済的・社会的な活動を行っているのであり、構成員すべてに本件商
標の使用を認める場合、極真会館としてその使用に歯止めをかけることには限界が
あり、個々人が好き勝手に本件商標を使用することにより、極真会館の組織として
統一された活動及びそれを表象する本件商標の価値は著しく損なわれるおそれがあ
ることは想像に難くない。
            また、支部長としてＧから認可を受けた者であっても、既に極真会館
という組織を脱退・離脱した者に極真等の名称や表示の使用権限を認めることはで
きない。極真会館の支部長以外の者や既に極真会館の組織から脱退した者に対して
本件商標の使用を認めた場合、例えば、以上のような者が新たに第三者に本件商標
の使用を認めた場合、あるいは別途組成した新たな団体の構成員が更に当該団体を
脱退した場合に、当該第三者又は脱退者にも極真等の名称や表示の使用を認めると
いう結論が導かれることになりかねない。この場合、無権限者による本件商標の不
当な使用が際限なく正当化されていくおそれが生じ、法律の定める商標権の保護は
全くの画餅に帰してしまう。かかる事態に至った場合、極真会館あるいは極真空手
の社会的価値、ブランド、伝統は完全に害され、極真会館としての活動に致命的な
打撃を与えることは一見して明白である。
        (イ)　支部長
            極真会館の支部長とは、極真会館の支部規約に定められた一定の資格
要件を満たした上で、極真会館の代表者たるＧないし総本部から正式に支部長とし
ての認可を得、支部長認可証の交付を受けた者である。このようにして認可された
支部長は、認可された地域の範囲内では道場や分支部を開設することができたが、
その地理的範囲は支部長認可の際に定められた地域に限定されていた。
            支部長は、道場を運営し、極真空手の教授を行っていくに際して、極
真会館の一員として必要な範囲内で本件商標や極真の表示を使用することができ
た。しかし、支部長以外の者が極真のマークを使用することは許されなかった。
            一方、支部長の主な義務としては、支部規約等において、①支部とし
て加入する際に認可料を本部に支払うこと、支部単位での年会費を本部へ納入する
こと、昇段者登録料等を本部に支払うこと、②本部で行われる支部長会議及び支部
長講習会へ出席すること、③本部主催で行われるオープントーナメント全日本空手
道選手権大会等の大会に選手を送り、大会遂行に協力すること、④総本部合宿へ参
加すること等が挙げられる。なお、支部長から本部へ支払われる認可料、年会費、
昇段者登録料等は、極真会館の主たる財源の一つであって、かかる収入がなければ
各種大会の開催、広告宣伝活動など極真会館の運営を行っていくことは不可能であ
った。
            このような支部長としての地位は、第三者に譲渡・転貸することは規
約において禁じられており、支部長が交代する場合には、たとえ親子間であって
も、新たに支部長としての認可を得て、認可証の交付を受けることが必要とされ
た。また、支部規約等に違反した場合には、所定の手続を経て支部長認可を取り消
し、除名処分などを行うことが規約に規定されており、実際、著名な支部長が除名
処分に付されている。なお、除名処分された者が極真等の標章を使用することはな
かった。
            なお、極真会館は昭和５２年の時点において、すべての支部長につい
て一斉に支部長認可証を交付する手続を行っている。したがって、昭和５２年時点
において支部長であった者はすべて認可証の交付を受けている。
            極真会館の活動において、総本部と支部という関係は、組織的活動の
基本として不変のものであり、総本部及び支部（長）以外に、極真会館の活動を主
体的に行うことのできる地位というものはあり得ない。
        (ウ)　分支部長
            分支部長は、その所属している支部の支部長によって任命され、分支



部における道場の道場生の指導に当たる者である。一般に、分支部長は、支部長か
ら指導料の支払を受けて道場生を指導することを職務とし、道場を運営する権限を
持たなかったが、一部の支部においては、分支部長が支部長による道場開設の許可
の下に道場を開設して、その道場を運営する場合もあった。
            分支部長は、あくまで支部長がその判断と責任において任命するもの
であり、その際、Ｇないし総本部の承認を経ることはない。分支部長の活動は、支
部長から認可された地域内で認められるものにすぎず、その地位の根拠は支部長に
存し、支部長は自ら任命した分支部長を解任する権限を有している。
            そして、このことは極真会館の組織運営の基盤になるものであり、支
部が異なって、個々の分支部の運営形態が独立採算であろうと、給料制で運営され
ようと、それは支部長の責任の下で実行されるものであるので、分支部長という立
場自体には若干の差異は生じるかもしれないが、分支部長の地位はすべて支部長の
地位に基づいているという根本的な部分には相違がない。
            その他、支部規約上、分支部長の地位・権限に関する記載がないこ
と、分支部長を対象とした認可証はないことなど、支部長の地位と分支部長の地位
が全く異なることは明白である。
        (エ)　テリトリー制
            極真会館では、支部は基本的には最大の地方行政区画毎に１つ置かれ
たが、東京都、大阪府、神奈川県といった一部の大規模な都府県においては、更に
複数のテリトリーに分割され、その分割されたテリトリー毎に１つの支部が置かれ
ていた。
            テリトリー制は多くの支部が共存・共栄していくためには不可欠なも
のであった。仮に、同じ地域に複数の支部長が競合することになれば、各支部間に
軋轢が生じ、秩序を維持することはできなくなる。したがって、テリトリー制は極
真会館の組織としての存立の基盤である。
            原告らは、２県以上の認可を受ける支部長もいたこと、都道府県によ
っては複数の支部があったことなどを指摘するが、これらはいずれも、支部の共
存・共栄という観点から説明でき、テリトリー制の本質に反するものではない。ま
た原告らは、全日本チャンピオン等が自由に道場を開設できたことを指摘するが、
これはまさに全日本チャンピオン等になった者だけに許される例外にすぎず、これ
をもってテリトリー制を否定することはできない。
            なお、認可された支部長は複数の道場、更には分支部を開設すること
ができたが、その地理的範囲は支部長認可の際に定められた地域に限定されてい
た。そして、実際、認可される地域は認可証に明記されていた。
            支部長が自己の支部の管轄以外の区域に道場を開設することは規約違
反であり、Ｇないし総本部が知った場合、特別の事情から事後的な承認を与えるこ
とがあったとしても、原則として、これらを容認することはあり得なかった。
        (オ)　原告らのフリーライド
            原告らは、Ｇの存命中から本件商標を使用してきたことを主張する。
しかし、Ｇの存命中であっても、本件商標の使用が支部長に無償で認められてきた
わけではない。前述したように、正式に認可を得た支部長は認可料や年会費、昇段
者登録料等を極真会館に支払う義務を負担しており、かかる収入は極真会館の各種
大会の運営費や組織の維持費として費消されたが、その反面で、各種大会が成功す
ることによって、更に極真会館の知名度・名声は高まり、各支部の道場への入門者
は増大していくという関係にあったのである。
            この点、原告Ａ及び原告Ｃは、単体道場として活動してきたとのこと
であり、極真会館に対する認可料や年会費、昇段者登録料等の支払義務を負担する
ことなく、一方で被告らが多大な費用と労力をかけ、国際的な組織を運営し、大規
模な国内･国際大会を開催すること等により築いた極真会館の名声・グッドウィルに
フリーライド（ただ乗り）して入門者を獲得していることは明らかである。原告ら
は、全日本極真連合会へは会費等を支払っている旨の主張をするが、本来、被告が
館長を務める極真会館に対して支払を行わなければ認められない本件商標の使用
が、極真会館から離脱・脱退した者によって組織される団体への会費等の支払によ
って、認められる理由はない。
            このように、原告らは、いずれも本件商標の名声・グッドウィルにフ
リーライドしている者であって、このような者らに対して、あえて例外的に権利濫
用の抗弁を認める必要は全くない。
        (カ)　原告らの主張の不当性



            原告らは、「極真マークの使用に関してみれば、極真会館の道場を開
設し運営する支部長や分支部長らにとって、本来それを使用するのが当然であり、
事前も事後も一切許可の手続をとることなく、堂々と使用してきたというのが実情
である。」旨主張する。しかし、本件訴訟で提出されている証拠からはそのような
ことは何ら明らかではない。
            確かに、昭和４７年の「国内支部設立契約書」及び昭和５１年の「支
部規約」には、極真会館のマーク等についての規定が存在しないが、その当時であ
っても、極真会館の構成員であれば誰でも自由に極真会館のマーク等を使用できた
わけではなく、むしろ、無断使用の禁止は当然のこととされていたので記載されて
いなかったにすぎない。そして、昭和５２年の支部規約１２条は、「支部は既に登
録してある極真のマーク（カンク、連盟マーク、胸章等）を委員会の承認なしに無
断で使用できない。」と定め、極真マーク等の無断使用を禁止していた。これは従
来から極真マーク等の無断使用が禁止されていたところ、海外等における無断使用
等の問題が生じてきたため、規約上明文化したものであり、以後、支部規約におい
ては一貫して極真マーク等の無断使用が禁止されている。原告らは、支部規約の条
項は、Ｇの一存でいつでも変更されたと主張するが、上記のように極真マーク等の
部分に限っても昭和５２年以降は変更されることなく一貫しているのであって、か
かる主張は失当である。原告らは極真マーク等が商標登録されていなかったため
「既に登録してある極真のマーク」という支部規約の規定が死文であるかのごとき
主張をする。しかし、商標登録が実際になされていたかということと、極真マーク
等の無断使用が禁止されていたこととの間には何ら関係がない。
            また、原告らは、単なる一会派の長である被告が商標権の行使をする
ことにより他の会派による本件商標の使用を妨げることは権利の濫用である旨主張
している。しかし、原告らは、要するに、全国的な組織に所属した場合に不可避的
に存在するテリトリー制に基づく制限、各種金銭の支払義務など、組織に属するこ
とによる制約や義務を免れつつ、自己に都合のいいように本件商標を利用すること
を企図しているものに他ならない。
            さらに、一方において単体道場であると主張しながら、「○○支
部」、「国際空手道連盟」など、組織の存在を前提とする呼称の使用を求めること
は、明らかにそれ自体矛盾する主張である。このような名称をあえて原告らが使用
するのは、まさに被告が館長を務める、国際的な組織である国際空手道連盟極真会
館の名声にフリーライドしようとする意図があることの表れである。
            そもそも、原告らの従前の立場、主張を前提とするならば、国際空手
道連盟極真会館と自称していた支部長協議会派が、被告が館長を務める極真会館の
組織を離脱した以降に、極真等の標章の使用を継続することは明らかに自己矛盾す
る行為である。実際、これまでも、極真会館を離脱した者や除名された者は、たと
え従前は支部長たる立場にあっても、極真等の標章を使用することはなく、新しい
標章の下に独自の活動を展開してきている。
    (3)　争点(1)ウ（原告らの個別事情）について
    【原告らの主張】
      　原告らには、次のような事情があり、いずれの原告も、Ｇ生前の極真会館
において同人の承認の下に本件商標を用いて空手の教授、空手大会等の興行等を行
っていた者（支部長、分支部長、道場責任者及び道場指導員）ということができ
る。したがって、被告が、原告らに対し、本件商標権に基づき本件商標の使用の差
止めを求めることは、権利の濫用に当たる。
      ア　原告Ａについて
        　極真会館関西本部（以下「関西本部」という。）は、東京の総本部直轄
として、昭和５３年１０月開設された。その運営は、Ｇが管理監督し、その人事及
び財政等も全面的に支配下においていた。しかし、当時関西ではまだ極真会館の地
盤は弱く、昭和５４年４月、原告Ａは当時の極真関西本部の責任者Ｔから関西本部
の運営に携わるよう要請され、これに応じ、関西本部に入門した。
        　翌５５年、Ｇは、娘婿のＵを５年間の任期で関西本部に派遣することを
決め、また、原告Ａに対し、関西本部相談役に就任するよう要請した。関西本部相
談役というのは、一般の支部相談役と異なり、Ｇ直接任命の地位である。原告Ａ
は、Ｇの要請、すなわち任命を受けて相談役に就任し、昭和６２年、極真会館みど
り橋道場を開設した。
        　その後、Ｔが関西地区の総責任者に転出したため、関西本部はＵと原告
Ａの２人体制となり、大阪で毎年開催される全日本ウエイト制空手道選手権大会



は、原告Ａが中心となって準備し、開催した。平成４年６月に開催された第９回全
日本ウエイト制空手道選手権大会の大会冊子には、最高審判長Ｇの載るページに原
告Ａが運営副委員長として記載されている。
        　平成５年１０月、Ｇは、原告ＡとＵに対し、来年にはＵは総本部に戻る
こと、原告ＡはＵの跡を継いで関西本部長に就任することを言い渡した。ところが
翌６年４月Ｇが急逝したため、Ｇの上記任命を実行するためにＵが総本部宛の文書
を作成し、同年８月、原告Ａが関西本部長に就任した。
        　なお、原告Ａは、平成３年４月、Ｇから極真空手３段を認可されてい
る。
      イ　原告Ｂについて
        　原告Ｂは、昭和４２年に極真会館に入門し、昭和４５年に開催された第
２回全日本空手道選手権大会において優勝した者であり、被告の極真会館入門（昭
和５１年）のはるか前から極真会館の著名人として本件商標の周知性・著名性の確
立に貢献してきた者である。
        　原告Ｂは、Ｇから昭和４６年１月に徳島県の支部長を認可され、さらに
昭和５２年１０月には愛知県の支部長も認可された。原告Ｂは、両県において極真
会館の道場を１１か所開設した。
        　なお、原告Ｂは、平成５年６月、Ｇから極真空手５段を認可されてい
る。
      ウ　原告Ｃについて
        　原告Ｃは、昭和４６年に極真会館に入門し、昭和５０年９月にＧから支
部長に任命され、極真会館仙台道場等で指導を行った。また、昭和５２年には空手
東北地区大会で準優勝した。
        　その後、原告Ｃは、歯科医師国家試験、麻酔認定医試験のため、活動を
中断していたが、昭和６３年、神奈川県で歯科診療所を開業するとともに、神奈川
県北支部長となり、ボランティアとして極真会館道場３か所を開設した。
        　原告Ｃは、昭和５０年９月、Ｇから、当時まだ数少ない極真空手初段を
認可され、活動再開後の平成５年３月、２段を認可されている。また、Ｇが毎年５
月に国内外の支部長・幹部らを指導した「湯ヶ原合宿」というものがあるが、原告
Ｃはこれに平成２年より参加していた。
      エ　原告Ｄについて
        　原告Ｄは、昭和５０年に極真会館に入門し、昭和５４年指導員となり、
昭和５９年には東京都下城西支部長Ｖから分支部長に任命され、町田道場ほか３か
所の道場を開設した。同支部には、６つの分支部が開設されたが、原告Ｄは筆頭分
支部長であり、支部長のＶが道場の運営から手を引いた後はその道場を引き継い
だ。
        　また、原告Ｄは、極真会館の正式な行事、すなわち、全日本空手道選手
権大会、昇段審査会、鏡開き等に支部長と並んで参加し、Ｇの指示で号令をかける
役目をさせられることもあった。さらに昭和５８年には、Ｇの指名によって、フラ
ンス空母ジャンヌダルク号に極真空手黒帯精鋭団として派遣されたこともあるな
ど、極真会館の幹部の一人として活動してきた。
        　なお、原告Ｄは、平成５年６月、Ｇから極真空手４段を認可されてい
る。
      オ　原告Ｅについて
        　原告Ｅは、昭和５６年、極真会館に入門し、昭和６１年指導員となり、
平成５年東京都下城南支部長Ｗから分支部長に任命され、田町道場を開設した。ま
た、空手の教授とともに各種選手権大会にも積極的に出場し、平成２年の第７回全
日本ウエイト制空手道選手権大会で２位に入賞している。
        　原告Ｅの東京都下分支部長としての地位、役割は原告Ｄと同様、支部長
に準じる幹部といえるものであり、Ｇ死去までの１４年間の活動は本件商標の周知
性の確立に大いに貢献したものである。
        　なお、原告Ｅは、平成５年６月、Ｇから極真空手２段を認可されてい
る。
    【被告の主張】
      　原告らにはそれぞれに次に述べるような事情があり、いずれも、正式に支
部長としての認可を得、支部長認可証の交付を受け、定められた義務を果たしてき
た支部長ということはできないから、被告が原告らに対して本件商標権に基づく権
利行使をすることは権利濫用に当たらない。



      ア　原告Ａについて
        (ア)　原告Ａは、極真会館関西総本部長を自称して、無断で近畿一円に極
真会館を名乗る道場を開設している者にすぎず、かつて支部長の地位にあった者で
はない。
        (イ)　原告Ａは、関西総本部長となる前には、「関西本部相談役」であっ
た旨主張し、しかも、「関西本部相談役」は、一般の支部相談役とは異なる地位で
あることを主張する。
            そもそも関西本部は、Ｇが総本部の直轄として開設したものであり、
その運営の最終決定もＧが行っていた。したがって、関西本部はあくまで総本部の
一部であって、総本部直轄であるとはいえその実態は各支部以上の機能を有するも
のではなかった。
            関西本部がこのようなものであった以上、原告Ａがその地位にあった
と主張する関西本部相談役は、あくまで上記のような機能を有する関西本部のアド
バイザー的な立場で、関西本部の責任者の裁量で認められた立場にすぎず、いわば
支部の相談役と性質をほぼ等しくするかあるいはそれ以下の地位にあるものであっ
た。                    
            関西本部相談役たる地位が、このような地位である以上、Ｇないしは
総本部から直接任命を受けるということは想定できない。
        (ウ)　原告Ａは、平成元年６月に開催された第６回全日本ウエイト制空手
道選手権大会の大会冊子、平成４年６月に開催された第９回全日本ウエイト制空手
道選手権大会の大会冊子に、原告Ａが運営副委員長として掲載され、実務的中心的
役割を果たしていたことを強調するが、大会のパンフレットに大会運営副委員長と
記載されていることと、Ｇから本件商標を使用して空手活動を行うことについての
承認を与えられたこととの間に関連性は存在しない。この点、原告Ａ本人も、大会
運営副委員長という地位では、自ら大会の開催や道場の開設などの行為はできない
ことを自認している。
            全日本ウエイト制空手道選手権大会は、慣例により大阪で開かれる都
合上、当時、関西本部長であったＵが大会運営委員長となり、関西本部相談役であ
った原告Ａが便宜上大会運営副委員長という肩書になったにすぎない。さらに大会
運営副委員長という立場は、大会運営に関わる現場のスタッフの現場監督的な、又
は現場監督補佐的な位置付けにすぎず、大会の開催等最終的な意思決定等を行える
ような地位ではない。
            なお、原告Ａは、支部長会議に正式な支部長として出席したことはな
く、また、極真会館の総本部の状況等については全く関知していなかった。極真会
館の総本部において仕事をしていた被告が、原告Ａは関西本部の壮年部の１人であ
り、その当時責任者をしていたＵの友人という認識しか有していなかったことは当
然のことであり、これらの事実のみをもっても、原告Ａが支部長と同様の立場でな
かったことは明らかである。
        (エ)　原告Ａは、平成５年１０月にＧから関西本部長就任を言い渡され、
さらに、Ｇの死後において、関西本部長（支部長）に就任した旨主張するが、この
点の原告Ａの供述等の証拠は信用性に欠けるものである。
        (オ)　原告Ａは、現在、大阪府にとどまらず、京都府、兵庫県、奈良県に
も道場を有している。これは、Ｇ存命中に関西本部が開くことができる道場が少な
くとも大阪府内に限られていたことに明らかに反するものであって、Ｇが築いた秩
序を乱すものと評価できる。このような者に、権利濫用を例外的に主張させる必要
性は全くない。
          　以上より、原告Ａが、極真会館の支部長あるいは支部長と同様の地位
にある者として、本件商標を使用する権限を有しているとは到底認めることができ
ない。
      イ　原告Ｂについて
        (ア)　原告Ｂは、第１回オープントーナメント全日本空手道選手権大会で
３位、第２回オープントーナメント全日本空手道選手権大会で優勝し、昭和４６年
に極真会館の支部長に就任している。そして平成６年にＧが逝去した後に、いった
んは、被告を正当な館長として認めながらも、他の多数の支部長とともに被告の館
長を解任するという形式を取って、支部長協議会派を結成している。
        (イ)　しかしながら、被告の館長解任は、年齢的にも若く、支部長として
の経験も浅い被告が館長であることに感情的な不満を持つ一部の支部長によって画
策されたものであり、その当時、決議に参加した支部長らの真意に基づくものでは



なかった。また、極真会館においては館長解任の手続が定められておらず、かかる
館長解任決議なるものが効力を持つことはあり得ない。Ｇの遺志を継いで館長に就
任した被告を一部の支部長らが一方的に解任することなど認められるはずはないか
ら、原告Ｂらの行った被告の館長解任決議には何らの効力も認められるものではな
い。そして、正当な代表者をそれと認めず、新たな組織を結成するという行為は、
自ら所属する組織、すなわち極真会館を脱退したものと評価せざるを得ない。
        (ウ)　また、原告Ｂは、本人尋問において、被告を極真会館の正当な館長
として認めて、被告と行動を共にした理由として、「総裁が残した遺言ですから、
それに従うのが当然だと、その当初は思いました。」と供述している。
            被告はＧの遺志を継いで極真会館の館長に就任したのであり、形式的
な遺言書に従って極真会館の館長に就任したのではない。被告はＧの遺言又はその
奥にあるＧの遺志に従って極真会館の館長に就任したのであるから、形式的な遺言
書の有効性が確認されなかったという理由で極真会館を離れて他の会派を設立する
行為は、Ｇの創設した極真会館から離脱・脱退する行為に他ならない。
        (エ)　以上より、原告Ｂは、極真会館という組織を自ら脱退したのであ
り、原告Ｂは、既に極真会館の支部長として本件商標を使用する地位を失ってい
る。
      ウ　原告Ｃについて
        (ア)　昭和５０年に支部長認可を受けたとの主張について
            原告Ｃは昭和５０年９月にＧから正式に支部長認可を受けたと主張す
るが、かかる主張は、全く事実に反する（詳細は被告の平成１５年６月１６日付け
準備書面(5)の３２ないし４２頁参照）。
                                                                                        
(イ)　昭和５１年から昭和６３年まで
            原告Ｃの本人尋問での供述を前提としても、原告Ｃは、宮城支部長が
ｃからｄに交代したことを契機に、昭和５１年には仙台支部長の地位を退いてい
る。
            さらに、平成１５年３月１５日付けの原告Ｃの陳述書や本人尋問にお
ける供述によれば、原告Ｃは、昭和５２年の空手東北地区大会（なお、この大会は
極真会館が主催する大会ではない。）で準優勝したあと歯科医師国家試験の受験勉
強に専念することとなり、現役復帰したのは昭和６３年とのことである。実際、例
えば、昭和５３年には仙台市において第１回オープントーナメント全東北空手道選
手権大会が開催されているが、この大会役員の中や大会運営組織図の中はもちろん
のこと、出場選手の中にも原告Ｃの名前は一切出てこない。
            したがって、少なくともこの間（昭和５１年から昭和６３年まで）、
原告Ｃは、正式な選手の指導や大会の開催等といった極真空手に関する活動は何も
行っていなかったことになる。
        (ウ)　昭和６３年の神奈川県北支部長就任という主張について
            原告Ｃは昭和６３年に神奈川県北支部長に就任したと主張する。しか
し、これについては、①支部長認可証が存在しないこと、②その他の客観的な証拠
が存在しないこと、③原告Ｃが神奈川県北支部長に任命されたと主張する昭和６３
年当時、神奈川県は東支部と西支部にわかれて、それぞれｋ支部長とｍ支部長の
下、支部活動が行われていたのであって、元全日本のチャンピオンでもない原告Ｃ
が神奈川県での道場の開設等を認められるはずがないこと、④原告Ｃは、ボランテ
ィアとして道場を運営していると主張するが、原告Ｃのようなやり方では、組織と
しての極真会館や支部長としての義務を果たしている正当な支部長の道場経営が破
綻してしまうことは明らかであること、⑤原告Ｃが仮処分命令申立事件において提
出した名刺（乙１０２）には、極真会館ｊ道場の最高顧問（麻酔認定医）の肩書が
記載されているだけで、神奈川県北支部長といった記載は一切なされていないこ
と、からすれば、原告Ｃが主張する上記事実が存在するとは到底考えられない。
        (エ)　原告Ｃの現在の活動について
          　原告Ｃは、現在、極真空手極真神奈川における責任者として、神奈川
県南足柄市、足柄上郡山北町、同郡大井町のみならず、小田原市、横浜市、更には
相模原市において、広範囲に極真空手の道場を開設している。これは、明らかに、
Ｇ総裁の生前時に足柄地方で行ってきた原告Ｃの独自の活動よりも広いものとなっ
ている。
        (オ)　小括
            以上からすれば、原告Ｃは、「グループ内部の者（Ｇ生前の極真会館



において、同人の承認の下に本件商標を用いて空手の教授、空手大会の興行等を行
っていた者）」に該当しないことは明らかである。
            また、原告Ｃは、現在、上記(エ)のとおり、極真空手極真神奈川にお
ける責任者として、広範囲に極真空手の道場を開設し、明らかに、Ｇ総裁の存命中
生前足柄地方で行ってきた原告Ｃの独自の活動よりも広いものとなっているが、こ
れは、Ｇが築いた秩序を乱すものと評価できる。このような者に、権利濫用を例外
的に主張させる必要性は全くない。
      エ　原告Ｄについて
        (ア)　原告Ｄは、極真会館東京城西支部の支部長であるＶから分支部長に
任命されて、Ｖが開設した道場の一部を任され、Ｇ存命中からの極真会館の幹部で
あり、本件商標の周知性の確立に大いに貢献してきたと主張する。
        (イ)　しかし、                分支部長という立場は、支部長会議への
出席の権限も義務もないこと、総本部への会費の支払義務もないことなどから、支
部長の意思を前提としていて、あくまでも、支部長が認めた範囲内で、支部として
の活動を補佐的に行っていく立場にすぎなかったことが明らかであり、原告Ｄの主
張は虚偽を含むものである。
            なお、原告Ｄは、支部長の意向に反し極真会館を離脱した者である。
        (ウ)　分支部長は、Ｇから直接認可を受けるものでないこと、支部長会議
への出席義務がないこと、極真会館総本部に対し直接金銭を納付する義務がないこ
と、道場を開設するには支部長から許可を受ける必要があること、支部長に対して
分支部会費等を納入する義務があること、支部長の権限によりその地位から解任さ
れ得ることなどについて、原告Ｄもその本人尋問において自認しており、これらの
事実からすれば、認可された地域の範囲内で本件商標を使用して空手活動を行うこ
とができる支部長とは全く異なる立場であることは明らかである。
            また、城西支部においては、総本部からの連絡は支部に対してのみな
され、それを支部長のＶから分支部長に分支部長会議で伝達していたものであり、
各種大会に城西支部から選手を送り出す時にも、選考試合に立ち会ったり、茶帯を
集めて月１回指導することなどもＶが自ら行っていた。城西支部においても、分支
部長は、明らかに支部長の補佐的な立場にすぎなかったのである。
          　かかる立場の分支部長が、支部から独立して極真会館に関する商標そ
の他の表示を使用することはできなかった。原告Ｄにおいても、その道場の広告に
は、必ず「館長Ｇ　支部長Ｖ　師範Ｄ」という表記を用いており、支部長の支配下
にあることを明記していた。逆に、支部長の氏名等を記載せずに極真会館の表示を
使用した広告をすることが不可能であったことは、原告Ｄ本人も認めている。
            なお、原告Ｄは、極真会館の行事で一定の役目を任されたり、一定の
成績を収めたり、Ｇと共に写った写真が雑誌に掲載されたことを主張するが、これ
らは、原告Ｄが過去に極真会館の一員として活動していたことの証拠にはなるもの
の、本件商標の使用権限を根拠付けるものでは全くないことはいうまでもない。
        (エ)　また、原告Ｄが、Ｖの下で開設が認められていた代田橋、町田、千
歳烏山、狛江のほか、橋本、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、幡ヶ谷、永福町、東村山等に
も道場を有していることに十分留意する必要がある。これは、明らかに、Ｇ生存中
に東京城西支部が開くことができる道場が東京城西支部のテリトリーの範囲に限ら
れており、少なくとも横浜市や川崎市等神奈川県にまで道場を開設することは認め
られてはいなかったことに反するものであって、Ｇが築いた秩序を乱すものと評価
できる。このような者に、権利濫用を例外的に主張させる必要性は全く存在しな
い。
        (オ)　原告Ｄは極真会館を離脱した後に、Ｇ存命中に支部長の許可がなけ
れば開設できなかった地域に続々と道場を開設しているほか、支部長への会費等の
支払義務も止めてしまっている。このように極真会館の存立の基盤であるテリトリ
ー制や支部会費の支払を中止していることは、極真会館における分支部長の地位を
放棄したことの現われでもある。
        (カ)　したがって、原告Ｄは、分支部長という地位にはあったものの、そ
もそも本件商標を使用する地位にはなく、現在は、かかる分支部長の地位さえも放
棄し、Ｇ存命中の極真会館の規律に反して本件商標を使用するものであるから、原
告Ｄの主張する権利濫用の抗弁は成立しない。
            オ　原告Ｅについて
        (ア)　原告Ｅは、極真会館東京城南支部の支部長Ｗから東京城南川崎支部
の分支部長に任命され、田町道場を開設して以降、極真会館の幹部であり、本件商



標の周知性の確立に大いに貢献してきたものと主張する。
        (イ)　しかしながら、分支部長は、前述のとおり、認可された地域の範囲
内で本件商標を使用して空手活動を行うことができる支部長とは全く異なる立場で
ある。
            実際、原告Ｅは、支部長のＷから許可を得た田町以外の地区である向
ヶ丘に道場を出そうとしたが出せなかった経緯があり、この点について、原告Ｅは
自分の意思で他の分支部長に譲ったかのような主張をするが、原告Ｅ自身が認めて
いるように、最終的には支部長からの許可が得られなければ、支部長から許可を得
た範囲以外に道場を開設することはできなかったのである。
        (ウ)　また、原告Ｅは、Ｗに従わずに、極真会館から離脱した者である。
            そもそも、上述のとおり、Ｇ存命中の極真会館において、原告Ｅは支
部長の許可なく道場を開設することは認められていなかった。それにもかかわら
ず、原告Ｅは、Ｗから許可された田町以外にも千葉県八千代台や神奈川県都筑に道
場を次々に開設している。このように、極真会館の組織としての活動を無視して、
自分勝手に道場を開設する行為は、Ｇが築いた秩序を乱すものであり、また、極真
会館という名声ないしブランドを不正に利用する行為であって、このような者に、
権利濫用を例外的に主張させる必要性は全くない。
        (エ)　なお、原告Ｅは、極真会館の行事で一定の役目を任されたり、一定
の成績を収めたり、Ｇと共に写った写真が雑誌に掲載されたことを主張するが、こ
れらは、原告Ｅが過去に極真会館の一員として活動していたことの証拠にはなるも
のの、本件商標の使用権限を根拠付けるものでは全くないことはいうまでもない。
            前述の極真会館の組織構造及びその運営の実態（特に、極真会館の規
約においては、支部長を権利義務の主体として定めた規定こそあれ、分支部長を主
体として定めたものは一切存在しない。）を見た場合、支部において支部長の下で
活動する分支部長、師範、一道場生が、極真会館の周知性の確立に主体的に貢献す
るということはあり得ず、総本部ないし被告の許可なく極真会館の商標を使用する
ことはできないことは明らかである。まして、段位や副審資格の有無などは商標を
使用できる地位とは全く関係がない。
        (オ)　したがって、原告Ｅはそもそも本件商標を使用する地位にはなく、
しかもＧ存命中の極真会館の規律に反して本件商標を使用するものであるから、原
告Ｅの主張する権利濫用の抗弁は成立しない。
  ２　争点(2)（被告の不法行為及び原告らの損害）
    【原告らの主張】
    (1)　被告の不法行為
      　原告らは、それぞれの開設する道場への入門案内として最も有力な方法と
して、ＮＴＴ発行のタウンページに、極真会館・極真空手の道場であることを示す
広告を掲載してきた。これに対し、被告は、平成１１年から１２年にかけて、ＮＴ
Ｔに対し、本件商標を使用する原告らの広告は本件商標権を侵害するから、掲載し
てはならない旨申し入れた。被告の申入れを受けたＮＴＴは、原告らに対し、平成
１２年からのタウンページへの広告掲載拒否の通知を行い、原告らは従前の広告を
掲載することができなくなった。これは、被告による本件商標権行使の権利濫用行
為であり、原告らに対する不法行為に当たる。
      　さらに、被告は、原告らの道場の近隣にＦ派の道場を開設し、本件商標を
使用したタウンページ広告を掲載したり、原告らは本件商標を使用できず「ニセ極
真」であると宣伝したりした。
      　被告のこれらの行為により、原告らの道場の入門者や道場生が減少した。
    (2)　原告らの損害
      　原告らは、タウンページの代替手段となる広告の代金を支出しなければな
らなくなったほか、入門者の減少による月謝等の収入が減少するという経済的損害
と、その結果に関する精神的損害を被った。
      　精神的損害は、原告らそれぞれにつき３００万円を下らない。そして、原
告らの個別事情による財産的損害を加えると、原告らのそれぞれの損害は次のとお
りとなる。
      ア　原告Ａについて
        　原告Ａは、ＮＴＴのタウンページの大阪版、兵庫版及び奈良版に、毎年
「極真空手・極真会館関西総本部」と記載した道場案内の広告を出してきたが、被
告の妨害により、平成１３年度の１年間は広告を出すことができなかった。
        　平成１２年５月１０日申込みのタウンページ広告費は、１６７万４００



０円であった。多額の広告費を支出するのは、それによって新道場生を獲得し相当
の収入が期待できるからである。平成１３年度については、タウンページに広告を
出せなかったため、新聞折込み広告、ポスター、看板等、ありとあらゆる手段をと
った。しかし、平成１２年度に比べると、道場入門者は半分以下となった。そのた
め道場生も減少し、平成１３年中に玉造道場、伊丹道場、東成スポーツセンターの
３道場の閉鎖を余儀なくされた。
        　平成１４年３月から、仮処分決定により再びタウンページに広告を掲載
できるようになったが、前年度のタウンページにＦ派の道場の広告のみが掲載さ
れ、更にＦ派が道場を増やしたことで、１年間の空白を取り戻すことは非常に困難
な状況が生じた。このため、他の広告手段も引き続きとらざるを得ず、結局多額の
支出を余儀なくされた。
        　以上による経済的損失は、少なくみても８００万円を下らない。
        　また、弁護士費用として、仮処分命令申立事件と本件訴訟により、８６
万円を要した。
        　よって、原告Ａの損害は、慰謝料も含めると１１８６万円を下らないと
ころ、内金として１０００万円を請求する。
      イ　原告Ｂについて
        　原告Ｂは、徳島県に４道場、愛知県に１３道場を開設しており、タウン
ページの広告費は、徳島版で３６万９６００円、愛知版で７９万６８００円、合計
１１６万６４００円である。
        　タウンページ広告に対する被告の妨害や、徳島県や愛知県にＦ派が新道
場を進出させたことにより、道場生が激減した。原告Ｂもまた、ポスターその他の
広告費に多額の支出を余儀なくさせられた。
        　以上による経済的損失は、少なくみても９００万円を下らない。
        　また、弁護士費用として、仮処分命令申立事件と本件訴訟により８６万
円を要した。
        　よって、原告Ｂの損害は、慰謝料も含めると１２８６万円を下らないと
ころ、内金として１０００万円を請求する。
      ウ　原告Ｃについて
        　原告Ｃは、新たに開設されたＦ派の道場について悪評が立ち、極真会館
の名が汚れると考え、真の極真会館道場の存在をアピールしようと平成１２年６月
にタウンページの広告掲載を申し込んだところ、被告の妨害により拒否された。
        　広告掲載を妨害された原告Ｃは、原告Ａらと共に大阪地方裁判所に妨害
排除の仮処分申立てを行った。その結果平成１３年６月からタウンページに広告掲
載ができるようになったが、広告費は５０万７７８０円であった。
        　弁護士費用として、仮処分申立事件と本件訴訟により８６万円を要し
た。
        　また、原告Ｃは、被告による妨害の排除のため余儀なくされた訴訟及び
その準備活動のために、本業の歯科診療所を約３０日休業した。１日の収入が約２
３万円であるから、６９０万円の損害となる。
        　よって、原告Ｃの損害は、慰謝料も含めると１０７８万円を下らないと
ころ、内金として１０００万円を請求する。
      エ　原告Ｄについて
        　原告Ｄは、東京都下城西支部の分支部長であったところ、平成３年、支
部長Ｖから、代田橋道場を譲り受け、以後５道場・２教室を開設、運営し、タウン
ページに広告を掲載し、広告費は２１８万６４１５円を支出していた。
        　しかるに、被告の妨害により、平成１３年３月から広告掲載ができなく
なり、道場への入門者募集に甚大な被害を被っている。その上、Ｆ派は、その道場
を原告Ｄの道場と同じ道路の並びに新設するなどしており、入門して日の浅い道場
生がニセの極真とのデマにおどらされ、Ｆ派の道場に移る者も現れている。
        　タウンページの代わりに、ポスター、看板等に多額の支出を余儀なくさ
れているが、この状況では、経営縮小、道場の移設も考えなければならず、その支
出は１０００万円以上が予測される。
        　以上による経済的損失は、１２００万円を下らない。
        　また、仮処分命令申立事件、本件訴訟による弁護士費用として７１万円
を要した。
        　よって、原告Ｄの損害は、慰謝料を含めると１５７１万円を下らないと
ころ、内金として１０００万円を請求する。



      オ　原告Ｅについて
        　原告Ｅは、平成５年４月、東京都下城南支部の分支部長として港区に田
町道場を開設したのを皮切りに５道場を開設、運営し、タウンページに広告を掲載
し、広告費は１５３万６０００円を支出してきた。
        　しかるに、被告の妨害により平成１２年から広告掲載ができなくなり、
道場への入門者募集に甚大な被害を被っている。
        　そうした中で、近くにＦ派の新道場が次々に開設し、原告Ｅの道場を妨
害しているのは、原告Ｄの場合と全く同じである。またポスターや看板で対抗を余
儀なくされているのも同様である。
        　以上による経済的損失は、１０００万円を下らない。
        　また、仮処分命令申立事件、本件訴訟による弁護士費用として、７１万
円を要した。
        　よって、原告Ｅの損害は、慰謝料を含めると１３７１万円を下らないと
ころ、内金として１０００万円を請求する。
  【被告の主張】
    (1)　    原告らは、①被告が本件商標の商標権者として、ＮＴＴ（正確にはエ
ヌ・ティ・ティ番号情報株式会社）に対し、本件商標に関する権利を侵害する標章
をタウンページに掲載しないよう申し入れたこと、②被告が、「原告らの道場は極
真会館を脱退した者のニセの道場だ」などと宣伝したこと、③被告が館長を務める
極真会館が新たに道場を開設していること、は違法であると主張する。
      　しかしながら、①については、被告は極真会館の館長であり、また本件商
標の商標権者であるから、極真会館の館長の責務として、また権利者の正当な権利
行使として、本件商標権を侵害する行為がなされないよう、予めＮＴＴ等に申入れ
を行うことには、何ら違法性はない。
      　また、②については、被告が当該誹謗中傷行為を行った事実はない。
      　さらに、③については、被告が極真会館の館長として、組織の拡大を図る
ために新道場を開設することは正当な行為である。
　　(2)　原告ら主張の損害の発生及び額は争う。
第４　争点に対する判断
  １　争点(1)（被告が、本件商標権に基づき、原告らが空手の教授等を行うに際し
て本件商標を使用することの差止めを求めることは、権利濫用となるか）について
    (1)　争点(1)ア（原告らは極真会館を離脱したのか、それとも極真会館はいく
つかの会派に分裂したのか）について
      ア　前提事実と証拠（甲１の１ないし８、甲２の１ないし８、甲３ないし
５、６の１及び２、甲７、９ないし１２、２１、３０、３１、４８、５０、６０の
１ないし３、６９ないし７３、乙２ないし１８、２４、２５、３１ないし３３、３
５、３６、４４ないし７８、８８、９０ないし９３、原告ら及び被告各本人）及び
弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。
        (ア)　Ｇ（大正１２年生）は、空手の修練を積み、日本国内のほか、欧米
その他の外国で格闘家と対決するなどして名声を高め、直接打撃制の武道空手を特
徴とする「極真空手」を創始し、国内外に弟子を育てたが、極真空手を推進し、普
及させることを目的に、昭和３９年に極真会館を創設し、「館長」「総裁」と呼称
された。極真会館は、平成６年時点において、日本国内に、総本部、関西本部のほ
か、５５の支部、５５０道場、会員数５０万人を有し、世界１３０か国、会員数１
２００万人を超える勢力を有していた。空手武道家としてのＧは、同人の半生や武
道家としての活躍を描いた著作も多数出版され、劇画にもなったことなどや、その
率いる極真会館の隆盛によって、少なくとも、空手及びその他の格闘技に興味を持
つ者の間に広く知られる存在になっていた（甲３）。
        (イ)　Ｇは、平成６年４月２６日に病気のため東京都内の病院で死亡した
が、入院中であった同年４月１９日付けで、死亡危急時遺言の方式による遺言書で
ある本件危急時遺言が作成された（甲４）。本件危急時遺言は、「遺言書」と題す
る書面と「遺言書（追加）」と題する書面の２通があり、同日、病室において、
Ｐ、Ｏ、Ｓ、Ｒ、Ｑの５人の証人の立会の下に、遺言者Ｇが証人Ｐに遺言の趣旨を
口授し、同人が筆記した旨記載されており、その内容は、「遺言者死亡のときは、
次のとおり処理すること」として「極真会館、国際空手連盟を一体として財団法人
化を図ること」、「Ｏは、財団法人極真奨学会理事長、株式会社グレートマウンテ
ン社長を勤めて欲しい。」、「極真会館、国際空手道連盟のＧの後継者をＦと定め
る。世界各国、日本国内の本部直轄道場責任者、各支部長、各分支部長は、これに



賛同し、協力すること。」、「Ｆは、極真会館新会館建設の第二次建設委員長とし
て新会館を建設すること。」、「Ｏは、極真会館、国際空手道連盟、財団法人極真
奨学会、株式会社グレートマウンテン、有限会社パワー空手等、極真空手道関連事
業を監督し、Ｆの後見役として勤めて欲しい。Ｓは、Ｏを補佐して協力して欲し
い。Ｒ、Ｑもこれを補佐し協力して欲しい。Ｐ、Ｘもこれに協力して欲しい。」、
「池袋の極真会館の土地建物（同所内所在動産も同じ。）は、新会館の土地も含め
て、極真会館、国際空手道連盟、極真奨学会、グレートマウンテンに寄贈する。こ
れらに対する出資等も同じ。」、「Ｙ、Ｚ、ａ、ｂは極真空手道には一切関係しな
いこと。」等の条項（その他、妻や娘に対して与える財産や妻らに毎月支払っても
らいたい金銭の額等を定めた条項もある。）が含まれ、遺言執行者に弁護士のＰを
指定するものであった。ちなみに、Ｇの妻はＹ、長女はＺ、次女はａ、三女はｂで
ある。
                (ウ)　Ｇの葬儀・告別式は、平成６年４月２７日に極真会館葬と
して行われ、被告が葬儀委員長を務めた。出棺の際、本件危急時遺言の証人の一人
であるＯが「Ｇ館長は、遺言でＦを後継館長に指名された。」と発表し、被告も、
同日行われた支部長会議において、自ら後継館長に就任する意思を明らかにした。
なお、この時点では本件危急時遺言は公開されず、また死亡危急時遺言であること
やそのため遺言の日から２０日以内に家庭裁判所に確認を求める審判申立てを行わ
なければならないことなどは一切説明されなかった。
          　Ｏの発表は葬儀・告別式に出席していた極真会館支部長らにとって唐
突であったが、極真会館支部長らは、Ｇの遺言があるとなればその内容には絶対に
従うとの考えから、平成６年５月１０日開催された支部長会議において、全員一致
で被告の館長就任を承認した。
        (エ)　Ｇは、本件商標につき、その存命中、商標登録出願をしなかった。
被告は、平成６年５月１８日、被告個人の名義で、本件商標１ないし５及び８の商
標登録出願をし、その後、平成７年２月２０日に本件商標６につき、同月２４日に
本件商標７につき、同じく被告個人名義で商標登録出願をした。被告は、当初、こ
れらの商標登録出願をしたことを、支部長協議会や支部長会議において、支部長ら
に説明しなかった。
        (オ)　本件危急時遺言の証人の一人である弁護士のＰは、平成６年５月９
日、東京家庭裁判所に対し、本件危急時遺言の確認を求める審判申立てをしたが、
Ｇの遺族らは、同遺言に疑義を表明して争った。東京家庭裁判所は、平成７年３月
３１日、上記審判申立てを却下したが、その理由は、主として、本件危急時遺言
は、証人となった５人（そのうちのＯは、同遺言により遺言者の財産の遺贈を受け
る法人の理事・代表取締役であり、証人欠格者であるとしている。）が、当時、病
状の進行により体力、気力ともに衰えた遺言者（Ｇ）を２日間という長時間にわた
り、証人らと利害の対立する立場にある家族を排除した状況の下で取り囲む中で作
成されたものであり、遺言者が遺言事項の全部につき自由な判断のもとに内容を決
定したものか否かという点で疑問が強く残るというほかなく、遺言者の真意に出た
ものと確認することが困難であるというものであった（甲４）。
          　東京高等裁判所は、平成８年１０月１６日、ほぼ同様の理由により抗
告を棄却し（甲５）、最高裁判所も、平成９年３月１７日、特別抗告を却下した
（甲６の１）。
        (カ)　一方、Ｇの未亡人Ｙは、Ｇの死後の一連の流れが被告一派による極
真会館乗っ取り工作であると主張し、平成７年２月１５日、自ら極真会館２代目館
長を襲名することを宣言するとともに、それまでに被告により破門されていた５人
の支部長と共に「遺族派」を結成した（甲７）。
          　また、Ｙは、平成７年３月３１日、東京家庭裁判所で本件危急時遺言
の確認の審判申立てが却下された後、被告に対し、極真会館総本部道場建物からの
退去を求めて東京地方裁判所に提訴した。被告は、和解により、Ｙに同建物を明け
渡した（乙９０）。
        (キ)　平成６年５月１０日の支部長会議において被告の館長就任を承認し
た支部長の中には、その後、被告の極真会館館長としての言動に対して反発を抱く
者が複数現れ、相互に連絡を取り合って被告の館長としての態度等に関する批判を
行っていた。
          　平成７年４月５日には支部長協議会の開催が予定されていたが、同協
議会は途中から、支部長会議に変更された上、緊急討議として、被告の館長解任動
議が提出され、賛成３５名、反対３名、欠席１０名により、被告の館長解任が決議



された。
          　これに対し、被告は、Ｇの遺志により館長となった者を支部長協議会
や支部長会議で解任することはできないので、解任決議は無効であると主張し、引
き続き極真会館館長の地位にあることを宣言した。
          　被告の館長解任動議に賛成した支部長らは、支部長協議会議長を中心
に極真会館を運営すると主張して、いわゆる「支部長協議会派」を結成した。支部
長協議会派は、平成７年４月５日、記者会見を行い、声明文を発表したが、その中
で、上記支部長協議会で被告の館長解任決議を行った理由として、「極真会の私物
化、独断専行、不透明な経理処理」の３点を挙げていた。
        (ク)　このようにして、極真会館は事実上３つの派に分裂した状態になっ
た。
          　平成７年４月の時点では、支部長協議会派には３０支部長（以下、複
数の支部の支部長を兼ねている者は１名と数える。）、「遺族派」には９支部長、
被告を支持する勢力（以下「Ｆ派」という。）には、Ｋ、Ｊなどの１２支部長が属
していた。
          　その後、館長解任動議に賛成した「支部長協議会派」（後に代表者の
Ｉの名から「Ｉ派」と称するようになり、平成１２年１０月１０日付けで、「特定
非営利活動法人国際空手道連盟極真会館」の名称で法人登録した（乙８８）。）の
中からＷ、Ｎなどの９支部長が「Ｆ派」に移り、１名が支部長を辞めたため、平成
７年１２月時点で、「Ｆ派」は２１支部長、「支部長協議会派」は２１支部長、
「遺族派」（後に「Ｈ派」と称するようになる。）は９支部長が属している状態と
なった。
          　さらにその後、「支部長協議会派」に属していた支部長が、離脱して
無所属となったり、平成１３年１２月に立ち上げられた日本空手道連盟極真会館全
日本極真連合会（以下「全日本極真連合会」という。）に移ったりした。また、
「Ｆ派」からＪやＷが離脱して別会派「極真館」を立ち上げた。その結果、平成１
５年５月３１日現在、Ｇ死亡時の支部長のうち現役者は、「Ｈ派」３名、「Ｉ派」
１２名、「Ｆ派」１７名、「全日本極真連合会」１２名、「極真館」３名、無所属
３名となっている。
        (ケ)　極真会館では、Ｇの存命中、全日本ウエイト制空手道選手権大会、
オープントーナメント全日本空手道選手権大会、オープントーナメント全世界空手
道選手権大会などを開催していたが、平成７年以降は、それぞれの会派が個別にあ
るいは合同で、各種大会を極真会館の名前で引き続き、同じ名称で開催し、それぞ
れ属する会派の選手を参加させている（甲１０ないし１２、乙５１ないし５８
等）。
          　また、Ｆ派は、Ｇ存命中備品等の関係で極真会館と取引していた業者
との間での取引を継続し（乙７４ないし７８）、その他、Ｇの生前と同様の、総本
部の構成・機能、支部・道場の編成、内弟子制度、関連雑誌の発行等を継続してい
る。しかし、他の会派においても、本部・支部・道場制あるいはこれに類する組織
構造を採ったり、証書等についてＧ存命中と同様の体裁のものを使用したりしてい
る（甲６９ないし７２）。
        (コ)　被告が出願していた本件商標１ないし５及び８については、平成９
年７月１１日に、本件商標６については同年８月８日に、本件商標７については同
年１０月１７日に、それぞれ商標登録された。
      イ　以上の事実によれば、極真会館は、極真空手の創始者であるＧが一代で
築き上げた組織であり、同人の生前、法人化されておらず、館長選任の手続につい
ての定めもなかったから、その後継者が誰になるかということは、専らＧの意思に
係っていたものであるところ、被告が、Ｇの跡を継いで「極真会館」の「館長」と
なることが極真会館に属する者らによりいったんは承認されたことの根拠は、専
ら、「極真会館、国際空手道連盟のＧの後継者をＦと定める。世界各国、日本国内
の本部直轄道場責任者、各支部長、各分支部長は、これに賛同し、協力するこ
と。」、すなわち、被告を極真会館の２代目館長にする旨のＧの遺言（本件危急時
遺言）の存在であり、それ以外には、Ｇが被告を極真会館の後継者にするとの意思
を表明したものとして極真会館の関係者から認められるようなものは存在せず、そ
れ故に、本件危急時遺言の確認の審判申立てが東京家庭裁判所で却下された後、極
真会館は、大きく３派に分裂したものと認められる。したがって、上記審判申立て
が東京家庭裁判所で却下され、同決定に対する抗告が東京高等裁判所で棄却され、
更に特別抗告が最高裁判所で却下され、本件危急時遺言がＧの遺言としての効力を



有しないことが確定した以上、被告は、少なくともＧが生前率いていた「極真会
館」に属する者に対しては、自己がＧの後継「館長」であることを主張し得る根拠
を失ったというべきである。
      ウ　これに対し、被告は、本件危急時遺言の効力が裁判所において否定され
ても、被告を極真会館の２代目館長とすることがＧの遺志であることは諸般の事情
から認められると主張するので、以下検討する。
        (ア)　被告は、Ｇが生前に極真会館の後継者について述べていた条件（全
日本チャンピオンや世界チャンピオンになること、百人組手を完遂すること、若い
ことなど）からすれば、Ｇは被告を後継者とする意思を有していたと主張し、Ｇが
そのような条件を述べていた旨記載された雑誌「極真空手　Ｖｏｌ．２」（平成７
年１０月２０日発行）掲載のインタビュー記事（乙４）が存在する。
          　しかし、この記事は、その内容からすると、本件危急時遺言の証人ら
が、Ｇ死後支部長らが館長としての被告を批判したため極真会館が混乱した時期に
受けたインタビュー記事であり、この記事の掲載された雑誌の号は、被告及びＦ派
の協力によって発行されているものである（乙４）。したがって、この記事をもっ
て、Ｇが真実生前から後継者の条件を述べていたことを認めることはできない。一
方で、「Ｇ総裁緊急追悼号」と銘打った雑誌「ゴング格闘技」平成６年６月号（乙
３）には、Ｇ自身に対して行った生前のインタビュー記事が掲載されているが、そ
の中で、Ｇは自分の弟子たちについて語り、被告の強さを認めているものの、被告
を後継者にする旨あるいは後継者の条件については述べていない。その他、Ｇが後
継者について被告の指摘するような条件を明確に課していたことを認定するに足り
る証拠はない。Ｋの陳述書（乙５）には、Ｇは常々「極真会館を継ぐ人間は若くな
くてはいけない。そして、最強を追い求めてきた極真空手である以上、圧倒的に強
い人間でないといけない。敢えていえば、世界チャンピオンになった人間である。
百人組手を達成した者であればいうことはない。」と言っていたとの記載がある
が、この陳述内容によっても、Ｇが後継者の条件を明確に定めていたとまではいえ
ない。
          　したがって、Ｇが、生前被告の主張する条件を後継者の条件とし、こ
の条件に合致する被告を後継者とすることがＧの遺志であったと断定することはで
きない。
        (イ)　被告は、Ｇが極真会館を去ろうとする被告を引き留めたこと、被告
が極真会館に戻った後には本部の分館という意味で本部直轄の道場でＧの傍らに置
かれたこと、被告は極真会館において重要な職務を務めていたこと、これらの事情
は被告以外の者には存在しないことをを根拠として、Ｇが被告を後継者とする意思
を有していたと主張する。
          　しかし、これらの事実は、被告を道場指導者として、空手演武の名代
として、あるいは新会館建設委員長として適任であるとＧが判断したことを裏付け
るにすぎず、必ずしも、平成６年時点で、被告を極真会館の次期館長とする意思を
有していたことを裏付けるものということはできない。
        (ウ)　被告は、Ｇが生前被告を後継者とする旨述べていたことを、Ｇの側
近等が聞いていると主張する。
          ａ　Ｇ生前の極真会館事務局の一員としてＧの身の回りの世話をし、同
人の入院中もその側に居続けたＬは、その陳述書において、Ｇが再入院した平成６
年４月１５日から死亡（同月２６日）までの間に、病室において、Ｇから直接２
回、被告を２代目館長とする旨の発言を聞いたと述べ（乙９、１０）、さらに、Ｌ
の極真カラテ手帳（乙１１）には、平成６年４月２０日の欄にその旨の記載があ
る。
            　しかし、上記手帳（乙１１）には、Ｇが入院した平成６年４月１５
日の欄に「総裁入院する」という記載があり、同月２０日の欄に「Ｆ先輩２代目総
裁協力するように」等の記載があるほかは、Ｇの入院中である同月１６日から１９
日、２３日、２４日の欄はすべて空欄となっており、記載部分が果たしてその当時
作成されたものかどうか疑問がある。また、Ｇが、後継者を被告とするというよう
な重要事項を、見舞いに訪れた極真会館組織内で重要な地位にある者に対して告げ
た上で、その言葉を文書にとどめるよう述べたという事実はうかがわれないのに、
身の回りの世話をするにすぎないＬに対して後継者を被告とする旨述べた上でそれ
を「メモするように」と述べたというのは不自然である。そして、その他Ｌの陳述
等を裏付けるに足りる証拠はないから、Ｌの陳述書（乙９、乙１０）及びＬの極真
カラテ手帳（乙１１）にある、ＧがＬに対し、被告を２代目館長にするとの発言を



したとの内容はにわかに措信し難い。
          ｂ　Ｋの陳述書（乙５）には、Ｇが死亡する直前、Ｋと被告がネパール
遠征に行く前日に見舞いに言った際、Ｇが「Ｆが私の名代だからな。」と繰り返し
話し、Ｋが、Ｇは２代目館長を被告に決めていると感じたと記載されている部分が
あるが、上記陳述は、Ｇの病床における発言を聞いた時のＫの感想を述べるものに
すぎず、Ｋが極真会館の古参の幹部の一人であり、Ｇと近い関係にあったことを考
慮しても、これをもって、Ｇが、生前に極真会館館長の地位を被告に承継させるこ
とを明言したものとはいえない。
          ｃ　また、Ｊの陳述書（乙６）及びＮの陳述書（乙８）中の被告の極真
会館館長としての正当性について述べる部分は、被告が後継館長にふさわしいとい
う、同人らの意見を表明するものにすぎず、いずれも、Ｇが生前に被告を後継者に
指名したことを証するものではない。
          ｄ　Ｍの陳述書（乙７）には、Ｍは、Ｇが死亡する５日程前、同人か
ら、第２次新会館建設委員会のメンバーとして、被告を筆頭とする数名の氏名が記
載された紙を渡され、「君もいろいろ不満はあるだろうが、Ｆを中心にやってい
く。何とか見守ってやってくれ。」と言われ、「分かりました。何の不服もありま
せん。」と答えたという部分、Ｍは、これを聞いて、これからはすべて被告中心と
なり、Ｇはゆくゆくは被告に自分の跡を継がせるのだと思ったという部分がある。
            　しかし、Ｍの陳述書に記載されたＧの発言自体は、後継館長に関す
るものではなく、会館建設に関するものであり、後継館長に関する部分はＭの推測
であることによれば、Ｍの上記陳述をもって、Ｇが生前に極真会館館長の地位を被
告に承継させることを明言したものとはいえない。
          ｅ　Ｏのインタビュー記事には、Ｇが、Ｊに対して「第２次建設委員長
をＦにしたから応援してやってくれよ。」、Ｍに対して「Ｆを中心にするから後は
頼むよ。組織は和合が大切なんだよ。」と述べたとの記載がある（乙４）。しか
し、これらは後継館長に関する発言ではなく、会館建設に関する発言にすぎない。
          ｆ　以上からすれば、Ｇが、生前、被告を極真会館の後継館長とする旨
側近等に明言していたとは認められない。
        (エ)　被告は、本件危急時遺言は形式的不備があったので有効性が確認さ
れなかったにすぎず、本件危急時遺言の確認が裁判所で認められなかった事実は、
Ｇが極真会館の館長を継がせる意思を有していたことを否定するものではない、と
主張する。
          　確かに、東京家庭裁判所の審判（甲４）には、本件危急時遺言確認の
審判申立てを却下した理由として、遺贈を受けた財団法人や株式会社の理事や代表
者代表取締役であるＯが５人の証人のうちの１人として立ち会ったことの問題点
（同人には証人欠格事由があること）を指摘する部分はあるが、上記ア(オ)のとお
り、本件危急時遺言は、作成の経緯等からみて、遺言者の真意に出たものと認める
ことが困難であるという理由（Ｏを除いても、欠格事由のない証人が４人立ち会っ
ているから、民法９７６条の定める方式は充足する。）により却下されたものであ
るから、後継館長の指名に関する部分についても、他にこの部分がＧの真意に出た
ものであることを裏付ける証拠がない限り、遺言者であるＧの生前の意思に基づく
ものとみることはできない。
    エ　被告は、平成７年４月５日に行われた支部長会議には被告を解任する権限
はないから、原告らは一方的に被告を解任する旨述べて極真会館から脱退したにす
ぎないと主張する。
      　しかし、平成７年４月５日に開かれた支部長会議が極真会館館長の解任決
議をなし得る権限を有しないとしても、そもそも、被告の館長就任自体が、本件危
急時遺言が有効なものとの前提の下に、平成６年５月１０日に開催された支部長会
議で承認されたものである。そのような館長就任の手続は、予め極真会館において
定められていたわけでもなかったのであり、本件危急時遺言がＧの遺言としての効
力を裁判所で否定された以上、被告が、上記支部長会議における解任決議の法的効
力を云々することは失当というべきである。
    オ　被告は、Ｆ派がＧの率いていた極真会館と同一組織であるから、Ｆ派を離
脱した者は極真会館を離脱した者であると主張する。
      　しかし、上記ア(ケ)のとおり、Ｆ派以外の派でも本部・支部・道場制ある
いはこれに類する組織構造を採っていること、Ｇ存命中と同一名称にて各種大会を
開催していること、Ｇ存命中の極真会館において使用されていた各種証書等と同様
の体裁を有するものを使用していることなどからすれば、Ｆ派を離脱した者が即極



真会館を離脱した者であるということはできず、その他被告の主張を裏付けるに足
りる証拠はない。
    カ　以上によれば、Ｇの死後、同人が率いていた極真会館は複数の会派に分裂
したものとみるのが相当であり、被告が館長を承継した極真会館から原告らが離脱
したということはできない。
    (2)　争点(1)イ（極真会館がいくつかの会派に分裂したにすぎない場合、本件
商標権者たる被告が、極真会館に属していた者に、本件商標を使用することの差止
めを求めることは権利濫用となるか）について
      ア　証拠（甲７、２４ないし、２６、３９、６８、乙１１、１９ないし２
４、２６、２７、３７ないし４１、７９、８２、８３、８５ないし８７、９０ない
し９２、原告Ｂ、原告Ｄ及び被告各本人）によれば、次の事実が認められる。
        (ア)　支部について
          　Ｇは、昭和３９年に極真会館を創設した後、極真空手の指導をするに
ふさわしいと思われる者に対し、指定した地域において空手指導を行うよう命じ、
これを極真会館の支部としていった。
          　そして、遅くとも昭和４８年（証拠上、支部に関する規約の存在が認
められる年）には、活動の中心を総本部とし、各地における活動はＧ（手続的には
総本部）から認可を受けた支部によって行うという組織運営（支部制）が確立し、
「支部規約」（昭和５１年当時（乙２１）、昭和５２年当時（乙２２）、昭和５４
年当時（乙２３）、昭和５７年当時（乙２０）、昭和６３年当時（乙２４））、
「国内支部設立契約書」（昭和４８年当時（乙１９））、「国内支部規約書」（平
成４年、５年当時（乙９１、９２））などの形で明文化して公表されていった。こ
れらの支部規約等は、年毎に若干の変遷はあるものの、支部あるいは支部長に関し
ては、①支部として加入する際に認可料を本部に支払うこと、②年会費を支部単位
で本部に支払うこと、③昇段者登録料等を支部単位で本部に支払うこと、④本部で
行われる支部長会議等に出席すること、⑤本部主催で行われるオープントーナメン
ト全日本空手道選手権大会等の大会に選手を送り、大会遂行に協力すること、など
が義務付けられ、これらの規約等に違反した場合には、支部認可の取消し、除名処
分等を行うことが規定されていたほか、支部長の地位の譲渡・転貸は禁じられ、そ
の交代は新たな支部長としての認可によって行われることとされていた。そして、
昭和５２年には、すべての支部長について一斉に支部長認可証を交付する手続を行
い（乙２６、２７）、以後、支部長の認可は支部長認可証の交付を伴うこととさ
れ、またその地理的範囲は支部長認可証に明記されることとなった。
          　支部長の認可に当たっては、１領域に１支部長とすることを原則と
し、同一地域内に複数の支部長が競合しないような仕組み（テリトリー制）になっ
ていた。ただし、例外的に、全日本チャンピオン、世界チャンピオンは、自分の好
む場所に道場を出すことができることとされており、その限りにおいて競合するこ
とがあり得た。
          　もっとも、このような支部制・テリトリー制といった制度の導入や支
部規約等の制定により極真会館の組織は整備されていったものの、極真会館は、極
真空手の創始者であるＧが一代で築き上げた組織であり、多分に、同人のカリスマ
性に依拠して運営されてきたものであったため、支部長に誰を当てるかといったこ
とや、組織の運営については、Ｇの意思に係る部分が大きく、最終的には、すべて
Ｇの意思決定によって運営されていた。
        (イ)　分支部について
          　支部長は、分支部を設けることが認められていた。支部長は、事前に
その設置を本部に対して申請する必要はあったものの（乙２０、２３、２４等）、
分支部長の任命・解任、分支部長の権限の範囲、経営方法（支部との関係において
独立採算制か給料制か等）等についてはその判断に委ねられていた。分支部が設置
された場合には、その責任者として分支部長等が置かれ、空手の教授等は当該分支
部長等の責任においてなされていた。以上の点は、当然にＧの了承下にあった。
          　ただし、分支部は、上記(ア)の①ないし③、⑤に関しては支部を通じ
て行うことを原則とし、また、上記(ア)の①ないし⑤の支部長の義務を分支部長は
負わなかった。
        (ウ)　標章等に関する取扱いについて
          　昭和５２年の支部規約（乙２２）や平成６年の国内支部規約書（乙１
１）には、「支部は、既に登録してある極真のマーク（カンク、連盟マーク、胸章
等）を委員会の承認なしに無断で使用できない。」といった規定が存在する。ただ



し、当時、極真会館に関する標章の登録はいまだなされていなかった。
          　また、昭和５４年の支部規約（乙２３）、昭和５７年の支部規約（乙
２０）、昭和６３年の支部規約（乙２４）には、「支部長の禁止事項」の一つとし
て、「極真マーク等の無断使用及び付属物一切の販売」という規定があった。ただ
し、極真会館の活動趣旨に添う限り、極真会館の支部長は、道場や各種大会等にお
いて本件商標を自由に使用することができたし、分支部長も、支部長の個別の許可
等なくして、道場において本件商標を自由に使用することができた。総本部におい
て、極真マーク（本件商標等）の使用態様等を明確に規制していたことをうかがわ
せるに足りる証拠はない。
          　さらに、Ｇは、存命中、本件商標の商標登録を出願しなかったが、こ
の点について、Ｇ著「極真カラテ２１世紀への道」［平成４年１月３１日初刷］
（甲６８）には、「他の組織が無断で使用しない限り、ＩＫＯ（国際空手道連盟の
略称）傘下にある極真会館支部道場がこれを使用するのは自由であり、支部を認可
するに際しての手続きさえしっかりしていれば、“マークの使用”について総本部
は何らこれについて規制を加えるようなことはない。」との記載がある。
      (エ)　被告による商標登録出願について
        　被告は、前記のとおり、Ｇの死後、極真会館の支部長会議において館長
への就任がいったんは承認されるとともに、本件商標につき、自己名義で商標登録
出願をし、登録を得ているが、このことにつき、被告自身は、法人格のない極真会
館の後継者にＧの遺志を継いで就任したので、責任上、被告の名義で出願した旨述
べている（甲７）。
      イ　そこで、上記ア認定事実を踏まえ、本件商標の商標権者である被告が、
Ｇ生前の極真会館に属していた者に対して本件商標権を行使することが権利濫用と
なるかについて、検討する。
        (ア)　商標は、自分の商品と他人の商品、自分の役務と他人の役務を区別
するために、事業者が商品又は役務につける標章である。しかるところ、複数の事
業者から構成されるグループが特定の役務を表す主体として需要者の間で認識され
ている場合、その中の特定の者が、当該表示の独占的な表示主体であるといえるた
めには、需要者に対する関係又はグループ内部における関係において、その表示の
周知性・著名性の獲得がほとんどその特定の者に集中して帰属しており、グループ
内の他の者は、その者からの使用許諾を得て初めて当該表示を使用できるという関
係にあることを要するものと解される。そして、そのような関係が認められない場
合には、グループ内の者が商標権を取得したとしても、グループ内の他の者に対し
て当該表示の独占的な表示主体として商標権に基づく権利行使を行うことは、権利
濫用になるというべきである。
        (イ)　上記(1)ア(ア)のとおり、本件商標は、Ｇが死亡した平成６年４月２
６日時点（本件商標登録出願前）において、Ｇ「総裁」、「館長」が率いる「極真
会館」という団体を表すものとして、空手及びその他の格闘技に興味を有する者
（需要者）の間では広く知られるところとなっていたが、このような本件商標の周
知性・著名性は、Ｇというカリスマ性を有する人物の存在と、Ｇ存命中の極真会館
に属する各構成員による、極真会館の名称下での、長年にわたる道場での極真空手
の教授や地方大会の開催等の活動によってもたらされたものといえる。
          　したがって、Ｇの生前、本件商標は商標登録出願されることがなく、
また、極真会館は法人化されていなかったものであるが、本件商標につき、商標権
者たるべき者は、（生前の）Ｇ又は（法人化した後の）極真会館を措いて他には考
えられない。
          　しかるところ、本件商標の周知性・著名性の獲得が集中していたとも
いい得るＧは、その存命中、極真会館の構成員が本件商標を使用することについて
特段の制限を設けなかった。また、Ｇから任命された支部長や、更に支部長によっ
て任命された分支部長が道場での極真空手の教授等の極真会館の活動を行うに際し
て、本件商標を使用することは当然のこととされていた。
          　Ｇ死亡後も、本件商標はあくまでＧ率いる極真会館を表すものとして
需要者の間で広く知られており、その周知性・著名性の獲得にはＧ存命中の極真会
館に属する各構成員の貢献も寄与していたという状況に何ら変わりはなかった。し
たがって、被告は、本件危急時遺言の存在によって初めてグループ内において独占
的な表示主体となることが承認されていたと考えられるところ、前記(1)ア(オ)のと
おり、本件危急時遺言の確認審判申立てが却下されＧの遺言としての効力を有しな
いことが確定した以上、少なくとも、現時点において、被告は、グループ内部の者



（Ｇ存命中の「極真会館」において、同人の承認の下に本件商標を用いて空手の教
授、空手大会の興行等を行っていた者）に対しては、Ｇの後継館長であることを主
張し得る根拠を失ったというべきである。
          　以上によれば、被告が前記のように、極真会館の後継者であることの
根拠が存在しない以上、被告は、対外的（極真会館の外部の者に対する関係）には
ともかくとして、極真会館内部の構成員に対する関係では、自己が商標登録を取得
して、商標権者として行動できる正当な根拠はないのである。被告が、被告個人を
商標権者として商標登録した本件商標権に基づき、生前のＧから承認を得て、本件
商標を用いた空手の教授、空手大会の興行等を行った極真会館の構成員に対して、
本件商標の使用の差止めを求めることは、権利濫用に当たるというべきである。
          　なお、上記(1)ア(ク)及び(ケ)のとおり、現在存する会派の中ではＦ派
に属する支部長が数の上では比較的多数を占めていること、Ｆ派では、Ｇの生前と
同様の、総本部の構成・機能、支部・道場の編成、各種選手権大会開催、内弟子制
度、各種証書・備品等の取引関係、関連雑誌の発行等が継続していることが認めら
れる。しかし、このことは、被告が本件商標に関する独占的表示主体と認められな
いという前記判断を左右するものではない。
        (ウ)ａ　この点につき、被告は、極真会館における空手活動は、極真会館
総本部とＧないし総本部から認可を受けた支部において行われてきたものであり、
各地における活動は総本部から承認を受けた支部によって一定の地理的範囲内で行
うという、極真会館の組織運営の大原則が昭和４８年には確立されていたから、総
本部以外で本件商標を使用できるのは、Ｇないし総本部から認可を得、支部長認可
証の交付を受けた支部長が、その地理的範囲内で道場を開設して行う場合だけであ
る旨主張する。
          ｂ　なるほど、極真会館が組織的に拡大することに伴い、活動の中心を
総本部とし、Ｇないし総本部から支部長認可証の交付を受けた支部長が、支部長認
可証にも記載される地理的範囲（テリトリー）で活動を行うことが原則となってい
たことは、前記ア(ア)で認定したとおりである。原告Ｂも、本人尋問において、１
領域１支部長とする制度をＧが採ってきた旨明言し、さらに、自らも支部の存在し
なかった岐阜県に道場を開設した後岐阜支部が設置されたときには、同支部の支部
長に道場を譲った旨供述している。したがって、原告らにおいても、Ｇ存命中に整
備されていた支部長制やテリトリー制を受け入れ、これを前提として活動していた
ということができ、これらの制度の存在及び運用を否定することはできない。
            　しかしながら、支部長制度やテリトリー制度が存在したことをもっ
て、Ｇが、支部長以外の者が極真会館の活動の趣旨に添って本件商標の使用をする
ことまで制限していたということはできない。しかも、前記ア(ア)及び(ウ)記載の
とおり、Ｇ存命中の極真会館は、制度こそ整備されていたものの、運営の最終的な
決定権限はＧに集中していたものである。したがって、Ｇの生前、その承認の下に
道場を開設し、極真空手の教授等の活動を行っていた者は、必ずしも支部長でなく
とも、極真会館や本件商標の周知性の獲得に貢献したものというべきであり、この
ような者に対し被告が本件商標権を行使することも権利の濫用に当たるというべき
である。                        
    (3)　争点(1)ウ（原告らの個別事情）について
      ア　原告らの個別事情について、検討する。
        (ア)　原告Ａについて
          　証拠（甲９、２２、２３、２７ないし３１、５０、６６、６７、乙
７、１３ないし１６、２０、２９、１０６、原告Ａ本人）によれば、次の事実が認
められる。
          ａ　原告Ａは、もともと他流派で空手を行い、有段者で流派の役員もし
ていたが、昭和５３年に開設された関西本部（Ｇの直轄道場であり、本部直轄大阪
道場ともいう。）の責任者Ｔに請われて、昭和５４年４月極真会館に入門した。当
時、極真空手は、関西においてさほど勢力はなかった。
          ｂ　原告Ａは、昭和５５年ころ、Ｇから相談役として関西本部を支えて
欲しいと言われ、これを受諾した。なお、総本部の相談役には、衆議院議員、大学
理事長、会社社長等が就くこともあり、また、支部の相談役には支部長の個人的関
係から支部の運営を支援するにすぎない者も存在する。
            　昭和５５年、関西本部にＧの娘婿Ｕが派遣され、Ｔが関西地区総監
に任命された後は、Ｕが関西本部の責任者となった。極真会館では、関西本部にお
いて支部長と同等の立場にあるのは関西本部責任者であるＵであると認識されてい



た。原告Ａは、引き続き関西本部相談役として、渉外事務等の実務を中心になって
行い、Ｕを支え続けた。
          ｃ　原告Ａは、Ｇ存命中に大阪で開催された全日本ウエイト制選手権大
会では、大会運営副委員長を務めたこともある。
          ｄ　原告Ａは、昭和６２年に、大阪市東成区に自ら「みどり橋道場」を
開設して空手の指導を行うようになり、平成３年４月に３段を認可された。
          ｅ　原告Ａは、Ｇの存命中、支部長として認可されたことはなかった。
また、全日本ウエイト制空手選手権大会の報告を兼ねて大阪で開催される支部長会
議には出席していたが、東京で行われる支部長会議に出席したことはなかった。も
っとも、原告Ａは、Ｇに個人的に            信頼されており、平成５年には、Ｇ
から、Ｕはそろそろ東京に戻し、関西本部の責任者を原告Ａにする趣旨の話をされ
ていた。また、Ｇが死亡する前日の平成６年４月２５日に、Ｕと共にＧを病室に見
舞って話をしている。
          ｆ　Ｇが死亡した後、原告Ａは、Ｕと話し合い、Ｇの遺志を受けて、自
らが関西本部を継ぐことにした。            原告Ａは、平成６年９月１３日、被
告と会合した際、当時の関西本部の建物の所有者から被告を応援して欲しいと要望
されたが、これを断り、関西本部の建物から退去し、みどり橋道場に移って、極真
会館関西総本部の名称を名乗るようになった。
            　その後、原告Ａは次々道場を開設し、近畿一円において３０数か所
の支部道場を結成し、１０００人を超える道場生を指導している。
            　原告Ａは、極真会館分裂当初は独立の立場をとっていたが、その後
全日本極真連合会に常任理事として参加し、月額２万円を同連合会に納付してい
る。
        (イ)　前記認定事実によれば、Ｇは、空手の経験等のある原告Ａに、極真
会館関西本部の責任者を支えて欲しい旨依頼しており、大阪で開催された全日本ウ
エイト制選手権大会への関与についても了承し、支部長としての認可を与えてはい
ないものの、みどり橋道場の開設もＧの了承があったものと推認される。したがっ
て、Ｇは、その存命中、原告Ａに、本件商標を使用して空手の教授や空手大会の興
行等を行うことの承認をしていたものと認めることができる。
        (ウ)ａ　被告は、関西本部相談役という立場は、関西本部の責任者の裁量
で認められた立場にすぎず、大会の開催や道場の開設を行い得る立場にはないと主
張し、あるいは全日本ウエイト制空手道選手権大会における大会運営副委員長とし
ての地位は、大会運営に関わる現場のスタッフの監督的地位にすぎないと主張し、
原告Ａ自身、Ｇの許可なくして自ら大会の開催や道場の開設を行うことはできない
旨述べている。
            　確かに、総本部の相談役に、大会の開催や道場の運営とは無関係と
思われる人物が就いていることが認められる。また、大会運営副委員長が行うこと
は、大会運営における実務上の事柄であろうことは推認される。しかしながら、原
告Ａが、Ｇ存命中の昭和６２年よりみどり橋道場を開設して極真空手を教授してい
たことが認められ、その際に本件商標を使用していたであろうことも推認でき、か
つ、Ｇが原告Ａの道場開設や極真空手の教授、あるいは本件商標の使用を、禁止し
たり制限したりしたことは証拠上うかがえないから、原告Ａもまた、Ｇの生前、そ
の承認の下に道場を開設し、極真空手の教授等の活動を行っていた者であるという
ことができる。
          ｂ　被告は、原告Ａが、現在、Ｇ存命中に関西本部が開くことのできな
かった場所に道場を開設していることをもって、そのような者に権利濫用を主張さ
せる必要性はないと主張する。
            　しかしながら、被告の指摘は、極真会館が分裂状態になった後のこ
とであって、同原告がＧの存命中、極真会館内部にあって、空手の道場の営業主体
として本件商標を使用していた事実を左右するものではないことはもとより、被告
による本件商標権の行使が権利の濫用であることの判断を左右する事情にもならな
いものというべきである。
      イ　原告Ｂについて
        (ア)　証拠（甲２４、３２、３３、５０、５３、５８、６１、乙２０ない
し２４、２６、３２，３４、４９、５０、原告Ｂ本人）によれば、次の事実が認め
られる。
          ａ　原告Ｂは、昭和４２年に極真会館に入門し、昭和４４年９月に開催
された第１回オープントーナメント全日本空手道選手権大会で３位に入賞し、翌年



の第２回オープントーナメント全日本空手道選手権大会で優勝した後、Ｇの認可を
得て、昭和４６年１月、郷里徳島県に徳島支部を開設した。当時は、まだ極真会館
の支部長は数人しかいない時代であった。また、昭和５２年１０月１日には、Ｇか
ら認可を得て、名古屋市に愛知支部を開設した。なお、原告Ｂは、昭和５２年に支
部長認可証の交付を受けている。
          ｂ　原告Ｂは、その後も支部長として空手指導等を行っていたが、平成
７年４月５日の支部長会議において、被告の館長解任動議に賛成し、その後支部長
協議会派に属していた。原告Ｂは、支部長協議会派においても、愛知と徳島の支部
長として、空手指導等を行っていた。
          ｃ　原告Ｂは、その後支部長協議会派の主張内容に疑問を感じ、同会派
を脱退し、現在全日本極真連合会に属し常任理事となり、引き続き、愛知と徳島に
おいて合計１７道場を開設して空手指導を行っている。そして、全日本極真連合会
に月額１万円を納付している。
        (イ)　前記認定事実からすれば、原告Ｂは、Ｇから支部長として正式に認
可された者として、本件商標を使用して空手の教授や空手大会の興行等をすること
を承認されていたということができる。
        (ウ)　被告は、これまでも極真会館を離脱したり、除名されたりした者
は、たとえ従前は支部長たる地位にあっても、本件商標等の標章を使用することは
なく、新しい標章の下に独自の活動を展開してきているところ、原告Ｂが同組織を
離脱したにもかかわらず、「極真会館」や「国際空手道連盟」など、組織の存在を
前提とする呼称を使用するのは、まさに被告が館長を務める極真会館の名声にフリ
ーライドしようとする意図があることが明白である旨主張する。
          　しかしながら、被告が主張するように、Ｇ自身によって極真会館を除
名され、または自ら離脱した者が、その後本件商標等を使用しないことは当然であ
る。これに対し、原告Ｂは、Ｇによって極真会館を除名されたり、自ら離脱したわ
けではなく、また昭和４６年以降、Ｇにより本件商標の使用許諾を否定されたこと
はないのである。また、極真会館がＧの死後複数の会派に分裂した状況下において
は、Ｆ派に属さない原告Ｂが、Ｆ派に対し、従前の支部長としての義務を果たさな
いことはむしろ当然であって、これをもって前記認定が覆るものではない。
      ウ　原告Ｃについて
        (ア)　証拠（甲３３ないし３６、５０、５４、５５、５９、６７、乙１
４、２１、２６ないし３０、８０、８１、９９ないし１０２、１０３の１及び２、
乙１０４、１０５、原告Ｃ本人）によれば、次の事実が認められる。
          ａ　原告Ｃは、少年時の昭和４１年ころ一度極真会館に入門し、その後
１６歳の昭和４６年ころ再度極真会館本部に入門した。
          ｂ　原告Ｃはその後東北歯科大学に入学し、空手部で副将の立場にあっ
たが、昭和５０年９月、Ｇより宮城支部長のｃ（仙台放送勤務）を助けるためとい
う理由で仙台支部長を任命され、東北歯科大学内の道場にて空手指導をしたほか、
仙台においても空手の指導を行うようになった。しかし、昭和５１年に仙台支部長
はｄとされた結果（その地理的範囲は宮城県内とされた。）、原告Ｃは仙台支部長
の任を解かれ、さらに昭和５２年には国家試験受験の準備等を行う必要があったた
め、空手活動自体を中止した。なお、昭和５０年当時、原告Ｃは初段位にあった。
国際空手連盟及び極真会館等が昭和５０年１０月に発行した第１回オープントーナ
メント全世界空手道選手権大会のプログラム（甲３３）中の「日本各地区支部長一
覧」と題する頁には、原告Ｃの氏名が仙台支部長として顔写真と共に記載されてお
り、昭和５１年の極真会館世界勢力図カレンダー（甲３４）にも、原告Ｃの氏名と
顔写真が掲載されている。
          ｃ　原告Ｃは、その後昭和６３年ころから、空手指導を再開した。その
際、支部長として認可状の交付を受けた事実は認められないが、Ｇから、神奈川県
小田原市近辺で支部長をやるようにとの指示を直接受けて、始めたものであった。
原告Ｃは、歯科医師をしながらボランティアで空手の指導をしている。
          ｄ　原告Ｃは、現在、神奈川県下において、南足柄市体育協会所属道
場、山北町体育協会所属道場、足柄上郡大井町道場、横浜市港南台道場（原告Ｅと
共同開設）、相模原市橋本道場（原告Ｄと共同開設）を開設し、約２２０名の道場
生に空手を教授している。
          ｅ　原告Ｃは、極真会館分裂後はしばらくの間独立の立場をとっていた
が、医療法人極真会を作りその理事となったり、極真会館最高顧問の名称を名乗っ
たりしており、また、現在は全日本極真連合会の副理事長の地位にある。



          　なお、原告Ｃは、空手活動再開後の平成５年３月当時２段位であっ
た。
        (イ)　前記認定事実によれば、原告Ｃが昭和５０年に一度支部長として認
可され、その後いったんは支部長を辞めたが、再び、昭和６３年ころにＧから直接
支部長になることを指示され、空手の教授を行ってきたものである。原告Ｃが支部
長の認可状の交付を受けていないことは、同原告がＧの承諾の下に道場を開設して
極真空手の指導を行ってきたことを否定するものではない。
        (ウ)ａ　被告は、原告Ｃは、昭和５０年当時支部長認可を受けていないと
主張し、当時原告Ｃが支部長をしていたとの認識はないとする極真会館関係者の陳
述書（乙２８ないし３０）がある。
            　しかしながら、上記(ア)ｂのとおり、昭和５１年度の極真会館世界
勢力図カレンダーには明確に原告Ｃが仙台支部長である旨明記されている（これが
Ｇの意思に反してなされたとは考え難い。）。そして、上記(2)ア(ア)のとおり、極
真会館においてはＧの一存による支部長の認可があり得たことからすれば、原告Ｃ
が宮城支部長が存在するにもかかわらず仙台支部長とされていることをもって、上
記認定が左右されるものではない。
          ｂ　被告は、原告Ｃが、昭和６３年に神奈川県北支部長に任命されたこ
とはないと主張するところ、確かに、支部認可証のような任命の事実を客観的に裏
付ける証拠はない。
            　しかしながら、原告Ｃは、昭和６３年以降、ボランティアと称して
神奈川県にて極真空手の教授等を行っており、しかも、当時神奈川県には極真会館
の支部が東西に分かれて存在したにもかかわらず、極真会館側が原告Ｃに対して極
真空手の教授をやめるよう指示した事実が認められないことからすれば、原告Ｃも
また、Ｇの承諾の下に道場を開設して極真空手の指導を行ってきた者というべきで
ある。
          ｃ　被告は、原告Ｃが、Ｇ存命中に行っていた活動範囲を超え、広範囲
に極真空手の道場を開設していることや、ボランティア活動を行っていることを指
摘し、このような行為はＧの築いた秩序を乱すものであるから、権利濫用の主張を
させる必要性はないと主張する。
            　しかしながら、原告Ｃのボランティア的な極真空手の教授は、Ｇに
了承されていたというべきであるし、原告Ｃの現在の活動範囲は、極真会館が分裂
状態になった後のことであるから、被告による本件商標権の行使が権利の濫用であ
ることの判断を左右する事情にもならないものというべきである。
      エ　原告Ｄについて
        (ア)　証拠（甲２５、２６、３７ないし４０、４６、４７、５０、５６、
６９、乙３２、３７、３９、４１、８２ないし８４、原告Ｄ本人）によれば、次の
事実が認められる。
          ａ　原告Ｄは、昭和５０年極真会館山梨支部に入門し、昭和５４年に東
京都下城西支部に移籍し、昭和５５年６月、初段となって指導員として稽古するか
たわら、選手として各種大会を目指すようになった。
          ｂ　城西支部の支部長であったＶは、昭和５２年にＧから支部長認可を
受け、東京都渋谷区参宮橋に道場を開設したのを皮切りに、東京都世田谷区代田橋
等次々と道場を開設していった。
            　原告Ｄが城西支部に移籍したころ、同支部は優秀な選手を多数輩出
し、実力ある選手・指導員が増えていた。Ｖは、昭和５８年ころから、城西支部に
分支部を作って道場を信頼のある弟子に任せることにし、当時の弟子である原告Ｄ
のほか、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｉらを分支部長とし、原告Ｄには町田道場を、ｆには三
軒茶屋道場を、ｇには昭島道場をそれぞれ任せた。Ｖはその後も適当と考える者を
分支部長として道場経営を行わせていた。
            　Ｖは、城西支部と分支部の間において、分支部会費を支払うこと及
び昇級審査会費の半分を城西支部に支払うことを内容とする契約を締結し、分支部
の運営については独立採算制を採ることと定めていた。
            　分支部の開設については総本部に対して分支部認可料を支払わなけ
ればならないが、Ｖが支部長として支払うほか、分支部長もこれを支払った。
            　城西支部では、入会申込書は支部長宛とされていた。
            　支部では、各種大会において選手を参加させなければならなかっ
た。Ｖは、当初は分支部からの参加申込みをまとめて総本部に対して提出していた
が、その後、直接総本部に対して申し込むように分支部長に指示した。



            　分支部長が新たに道場を開設したいと考えたときには、分支部長は
支部長であるＶの許可を得ねばならず、許可を得ないまま道場を開設した分支部長
に対して、Ｖが注意したことがあった。また、分支部長を任命した後の言動が問題
となったときには、Ｖが、独自の判断で、分支部長を解任した。
          ｃ　原告Ｄは、町田道場に次いで、Ｖの経営していた代田橋道場を引き
継ぎ、さらにＶの許可を得て、千歳鳥山及び狛江の道場を開設した。
            　原告Ｄは、道場の開設の広告を出すときは、必ず館長であるＧの名
と支部長であるＶの名を出しており、支部長名なしに広告することはできないと認
識していた。また、原告Ｄは、本件商標の使用については、Ｖの使用できる範囲内
で使用可能であると認識していた。
            　原告Ｄは、支部長協議会等に出席したことはなく、その権限もなか
った。
            　なお、原告Ｄは、平成５年６月、４段位となった。
          ｄ　原告Ｄは、支部長間で被告を解任する話が取り交わされていたとき
は、Ｖと共に被告についていくことを考えたが、結局被告の言動に疑問を抱くに至
り、平成７年４月５日の支部長会議において被告解任動議が決議された後、Ｖの下
を離れ、支部長協議会派に属し、支部長に任命された。平成１２年からは単体道場
として活動していたが、その後全日本極真連合会に参加し、常任理事となり、月額
２万円を全日本極真連合会に納付している。
            　なお、原告Ｄは、平成１２年に神奈川県相模原市に橋本道場を、平
成１３年には神奈川県川崎市に百合ヶ丘道場を開設し、支部長として道場経営を行
っているが、この２道場については従前のＶの地理的範囲外であった。
        (イ)　前記認定事実からすれば、原告Ｄは、ＧがＶに対して本件商標の使
用を許可した範囲内において、Ｖの承諾を得て、独立採算制により、道場の経営主
体として本件商標を使用していたものであるが、これは、当然に、Ｇの了承の下に
本件商標を使用して、空手の教授等を行ってきたものということができる。
        (ウ)　被告は、原告Ｄが、平成７年４月５日の支部長会議における被告の
館長解任決議後、自己が属していた支部の支部長の下を離れ、従来の支部の地理的
範囲外に道場を開設していること、支部長への会費等の支払を中止したことなどの
事実を指摘し、これらは極真会館の分支部長の地位の放棄であり、またＧが築いた
秩序を乱すものであるから、原告Ｄに権利濫用の主張をさせる必要性はないと主張
する。しかしながら、これらはいずれも極真会館が分裂状態になった後のことであ
るから、同原告がＧの存命中、極真会館内部にあって、空手の道場の営業主体とし
て本件商標を使用していた事実を左右するものではないことはもとより、被告によ
る本件商標権の行使が権利の濫用であることの判断を左右する事情にもならないも
のというべきである。
      オ　原告Ｅについて
        (ア)　証拠（甲２６、４１ないし４６、５０、５７、６０、７０、乙３
３、３８、４０、８５ないし８７、８９、原告Ｅ本人）によれば、次の事実が認め
られる。
          ａ　原告Ｅは、昭和５６年１２月極真会館東京城南支部に入会し、昭和
６１年に初段を取得した。
          ｂ　東京城南川崎支部の支部長Ｗは、昭和５３年にＧから支部長認可を
受け、東京城南川崎支部（地理的範囲は、港区、品川区、神奈川県川崎市）を開設
した。その後、蒲田、五反田、恵比寿、学芸大学、旗の台、田町、大井町、自由が
丘、武蔵小杉、溝口、川崎に道場を開設したが、蒲田、五反田、恵比寿以外の道場
については、Ｗの弟子を分支部長に任命し、責任者として運営を任せていた。
            　Ｗは、分支部長の任命に当たっては、選手の実績、人格、指導・運
営能力等を総合的に考慮して決め、また各分支部長が受け持つ道場の数や場所を調
整していた。
            　城南川崎支部では、分支部認可料は支部がすべて負担することとし
ていた。また、分支部では道場生から月謝を徴収し、道場生一人当たりの一定割合
を支部に納める義務があったが、その残りは分支部の取り分とする独立採算制を採
っていた。昇段登録料については、分支部において集め、支部でまとめて総本部に
支払っていた。
            　城南川崎支部の分支部における入門者の誓約書は、分支部の道場に
入門する場合であっても、Ｗ支部長宛とされた。
            　総本部からの連絡は、必ず城南支部を通して分支部長に伝えられて



いた。
          ｃ　原告Ｅは、平成３年、Ｗから分支部長を任命され、田町道場を任せ
られた。
            　なお、原告Ｅは、平成５年６月、２段位となった。
          ｄ　平成７年４月５日、Ｗは、被告の館長解任動議に賛成し、いったん
は支部長協議会派に属していたが、その後、Ｆ派に属するようになった。原告Ｅ
は、Ｗに従って支部長協議会派に属していたが、ＷがＦ派に属するに当たってこれ
と袂を分かち、支部長協議会派の作った特定非営利活動法人国際空手道連盟極真会
館の理事などを務めたが、その後、全日本極真連合会に参加し、理事として、空手
の教授等を行い、全日本連合会に月額２万円を納付している。
            　原告Ｅは、平成８年４月には東京都品川区に武蔵小山道場を、平成
１１年３月には東京都葛飾区に新小岩道場を、東京都台東区に三ノ輪道場を開設
し、平成１３年には東京都墨田区に押上道場を、東京都荒川区に町屋道場（三ノ輪
道場の移設）を、平成１４年には東京都江戸川区に篠崎道場を、横浜市に港南台道
場を、千葉県に八千代道場を開設している。なお、これらの道場のうち、武蔵小山
道場以外は、従前のＷの地理的範囲外にある。
        (イ)　前記認定事実からすれば、原告Ｅは、ＧがＷに対して本件商標の使
用を許可した範囲内において、Ｗの承諾を得て、道場の経営主体として本件商標を
使用していたものであるが、これは、当然、Ｇの了解の下にあったということがで
きる。また、原告ＥがＷ支部長と袂を分かち、従前の同支部長の地理的範囲外にも
道場を開設している事実は、極真会館が分裂状態となった後の事実であるから、被
告が原告Ｅに対し本件商標権を行使することが権利濫用であることを否定する事情
にはならない。
    (4)　以上によれば、被告が、原告らに対して空手の教授等に関して本件商標権
に基づく権利を行使することは、権利濫用となるものというべきである。
  ２　争点(2)（被告の不法行為及び原告らの損害）について
    (1)　被告は、前記第２、１(7)のとおり、本件商標登録後、ＮＴＴに対し、本
件商標を使用する原告らの行為は被告の有する本件商標権を侵害するからその広告
を掲載してはならない旨申し入れ、被告の申入れを受けたＮＴＴは、原告らが平成
１３年度版タウンページに広告掲載を申し込んだ際に、広告掲載できない旨の通知
を行ったものである。
    　　前記１で検討したとおり、被告が原告らに対し本件商標権を行使して、原
告らが空手の教授に関する広告等に本件商標を使用することの差止めを求めるよう
なことは、権利の濫用として許されない。被告の上記行為は、直接にはＮＴＴに対
して原告らによる本件商標を使用した広告の掲載をしないように申し入れたもので
あるが、実質的には、ＮＴＴによるタウンページへの広告の掲載拒否を通じて、原
告らに本件商標を使用させないようにしたものであって、原告らに本件商標権に基
づいて本件商標の使用を禁止するものに他ならない。したがって、被告の上記行為
は、原告らとの関係では権利の濫用であり、違法性があり、また、そのことにつき
被告に過失があるものと認めるのが相当である。
    (2)　次に、原告らは、被告が、原告らは本件商標を使用できず、「ニセ極真」
であると宣伝したと主張し、原告ら作成の陳述書等（甲５４、６１）や原告ら各本
人尋問中にはこれに沿う供述部分がある。
      　しかしながら、原告らの供述以外に、これを裏付ける証拠はないから、上
記の原告らの供述はにわかに採用し難く、原告ら主張のような事実の存在を認める
ことはできない。(3)　さらに、原告らは、被告が、Ｆ派の道場を、原告らの道場の
近隣に開設し、その際、本件商標を使用したタウンページ広告をしたことも、不法
行為として主張している。
      　しかしながら、本件は、これまで認定したとおり、極真会館が複数の会派
に分裂した事案であるから、分裂後にＦ派が道場を開設することや、本件商標を用
いた広告をすることは、ただちに違法となるものではなく、これらの行為を原告ら
に対する不法行為ということはできない。
        (4)　そこで、原告らの損害について検討する。
    ア　原告らは、タウンページへの広告掲載のための代替措置により多大な支出
を余儀なくされたと主張する。
      　しかし、タウンページへの広告を掲載しないために支出を免れた金額と、
代替措置により支出した金額の比較においていくらの損害が生じたのかを認めるに
足りる証拠は提出されていない。



    イ　原告らは、それぞれ、タウンページに本件商標を使用した広告が掲載でき
なくなったことにより、開設している道場の入門者が減少したと主張する。
      　まず、原告Ｂについて検討すると、原告Ｂ作成の報告書（甲６１）及び原
告Ｂ本人尋問の結果中には、上記主張に沿う部分がある。
      　しかし、原告Ｂは、本人尋問において、平成６年が最も入門者が減少した
と述べ、また、平成１２年ころから生徒数が減少しているが、その理由はタウンペ
ージにはない旨供述している。その他、原告Ｂが、有効期間を平成１３年１１月以
降とするタウンページにおいて本件商標を使用した広告が掲載できなくなったとき
の生徒数の減少が必ずしも被告側の妨害行為によるものではない旨供述しているこ
と、原告Ｂの道場については、道場生やネット会社によってインターネット上でホ
ームページを開設することによって広告活動が可能となっていること（乙３４）、
インターネット上にある「国際空手道連盟極真会館ＯＦＦＩＣＩＡＬ　ＨＯＭＥ　
ＰＡＧＥ」（乙３２）と題したホームページ中の「極真会館全国支部・道場案内」
において愛知支部の原告Ｂの道場のホームページにリンクできるようになっている
ことなどの事情からすれば、原告Ｂが本件商標を使用した広告をタウンページに掲
載できなくなったことと、原告Ｂが開設している道場の入門者が減少したこととの
間に因果関係を認めることはできない。
      　他の原告らについても、タウンページに本件商標を使用した広告を掲載で
きなかったことにより開設している道場の入門者が減少したことにつき、原告ら各
本人尋問での供述や陳述書等（甲５１、５４、５６、５７、６４）にはこれに沿う
部分もあるが、いずれも客観的な裏付けがなく、採用することができず、他にこれ
を認めるに足りる証拠はない。
    ウ　原告Ｃは、被告の妨害排除のために余儀なくされた訴訟及びその準備活動
のために本業の歯科診療所を休業したことによる損害も主張するが、同原告の主張
する上記損害が、被告の不法行為と相当因果関係のある損害であることを認めるに
足りる証拠はない。
    エ　そうすると、結局、原告ら主張の不法行為については、原告らが、それぞ
れ、本件商標を使用してタウンページへの広告ができなかったことについて、仮処
分申立てを行い本件訴訟を提起したことによる弁護士費用相当額のみを、被告の不
法行為によって発生した損害と認めることができる。本件事案の内容、仮処分及び
訴訟の経過及び結果等に照らせば、その額は仮処分申立事件と本件訴訟を併せて、
原告Ａ、同Ｂ及び同Ｃにつき各５０万円、原告Ｄ及び同Ｅにつき各３０万円とする
のが相当である。
    オ　なお、原告らは、それぞれ精神的苦痛による慰謝料の請求もしているが、
本件で認め得る被告の不法行為の態様、結果に照らせば、原告らに慰謝料を賠償し
なければならないほどの精神的苦痛が生じたとは認め難い。
  ３　よって、原告らの請求は、被告が、原告らに対し、被告の有する本件商標権
に基づき、空手の教授に関する広告、空手の興行の企画・運営又は開催に本件商標
を使用すること、及び空手の教授を行うに際して空手着に本件商標を使用すること
の差止めを求める権利を有しないことを確認すること、並びに、被告が原告Ａ、同
Ｂ及び同Ｃに対し各５０万円、原告Ｄ及び同Ｅに対し各３０万円及び各金員に対す
る不法行為の後である平成１４年２月９日から支払済みまで民法所定の遅延損害金
を支払うよう求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であ
るから棄却し、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法６１条、６４条本文を適用し
て、主文のとおり判決する。

　　大阪地方裁判所第２１民事部

            裁判長裁判官　　　小　　松　　一　　雄
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　                裁判官　　　大　　濱　　寿　　美
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